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税目 条　項

【大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係
る特例措置の概要】
　減額割合：３分の１
　適用期間：令和５年４月１日から令和９年３月３１日まで
　要　　件：新築後２０年以上経過した１０戸以上のマンションである

こと 　等
【改正点】
　区分所有者から申告書の提出が必要であるところ、マンション管理組
合の管理者等から必要書類の提出があり、上記要件に該当すると認めら
れるときは、当該申告書の提出がなかった場合でも、減額措置を適用で
きる規定を新設

附則
第１０条の３

 令和７年度分以降の軽自動車税（種別割）から、原動機付自転車のう
ち、二輪のもので、総排気量が１２５cc以下でかつ最高出力が４．０kW
以下のものに係る軽自動車税種別割の税率（年額２，０００円）を新設
する。

第８２条

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

軽自動車税種別割の標準税率の区分の見直し

議案第４０号の参考資料

改　正　の　内　容

固
定
資
産
税

　特定マンションに係る固定資産税の減額措置を受けようとする者がす
べき申告

専決処分に係る熊谷市税条例の主な改正点

～令和６年度 令和７年度～

５０cc以下 ２,０００円 ２,０００円

５０cc以下（特定小型原
動機付自転車）

２,０００円 ２,０００円

５０cc超９０cc以下 ２,０００円 ２,０００円

１２５cc以下でかつ最高
出力４.０kw以下

- ２,０００円

９０cc超1２５cc以下 ２,４００円 ２,４００円

ミニカー ３,７００円 ３,７００円

車種区分

原動機付
自転車

税率（年額）
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税目 条　項

項ずれの解消
（特例内容は変更なし）

【申告内容】
　利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、申告書に高齢者、障害者等
の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第１０条第２項に規定する通知書の
写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第２条第２項に規定する実
演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなけ
ればならない。
（固定資産税又は都市計画税の３分の１を減額）

議案第４１号の参考資料

専決処分に係る熊谷市都市計画税条例の改正点

改　正　前 改　正　後

【特例内容】
　水防法の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の課税標準額を３分の２とする。

改正点

都
市
計
画
税

【特例内容】
　都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が整備し
た滞在快適性等向上施設等に係る固定資産の課税標準額を２分の１とする。

【特例内容】
　特定都市河川浸水被害対策法の貯留機能保全区域として指定された土地の課税標
準額を４分の３とする。

附則第８項

引用する項の
改正

⑴ 水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例
措置

⑸ 読替規定

⑵ 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該
事業により整備した一定の固定資産に係る課税標準の特例措置

⑶ 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として指定された土
地に係る課税標準の特例措置

附則第７項

　課税標準の特例措置（地方税法第１５条第１項ほか）の適用がある場合
⇒当該特例割合を乗じて「価格」（＝課税標準）を算定すると読み替える旨を規定

附則第２１項

⑷ 改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとす
る者がすべき申告
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１ 改正の概要 

  低所得者の国民健康保険税負担の軽減を図るため、国民健康保険税の５割減額及び２割減額の対象となる世帯の減額判定に 

係る所得の基準額の引上げを行ったもの 

２ 改正の内容 

条項 改正前の内容 改正点 改正後の内容 

第２２条 

第１項 

第２号 

【５割減額の判定基準額】 

４３万円＋２９万５，０００円×（被

保険者数と特定同一世帯所属者（※）

数の合計数）＋１０万円×（給与所得

者等の数－１） 

被保険者数と特定同一世帯所属者数の

合計に乗ずべき金額の引上げ 

２９万５，０００円  

⇒ ３０万５，０００円

【５割減額の判定基準額】 

４３万円＋３０万５，０００円×（被保険者

数と特定同一世帯所属者（※）数の合計数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

第２２条

第１項 

第３号 

【２割減額の判定基準額】 

４３万円＋５４万５，０００円×（被

保険者数と特定同一世帯所属者（※）

数の合計数）＋１０万円×（給与所得

者等の数－１） 

被保険者数と特定同一世帯所属者数の

合計に乗ずべき金額の引上げ 

５４万５，０００円 ⇒ ５６万円 

【２割減額の判定基準額】 

４３万円＋５６万円×（被保険者数と特定同

一世帯所属者（※）数の合計数）＋１０万円

×（給与所得者等の数－１） 

◎第２２条第２項の未就学児の減額も同じ基準となる。

※ 特定同一世帯所属者：後期高齢者医療制度の被保険者となったことから国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者であって、喪失後も継続

して同一の世帯に属するものをいう。 

議案第４２号の参考資料 

専決処分に係る熊谷市国民健康保険税条例の改正点 
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議案第４５号の参考資料  

熊谷市情報公開条例の一部を改正する条例案新旧対照表  

熊谷市情報公開条例（平成１７年条例第１０号）  

（下線部分は改正部分）  

改 正 案 現 行 

  

 

（ 公 開 請 求 に 対 す る 決 定 等 ）  

第 ９ 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  公 開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 が 著 し く 大

量 で あ る た め 、 公 開 請 求 を 受 け た 日 か

ら 起 算 し て ４ ５ 日 以 内 に そ の 全 て に つ

い て 第 １ 項 の 決 定 を す る こ と に よ り 事

務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ

が あ る 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 実 施 機 関 は 、 公 開 請 求 に 係 る 行

政 情 報 の う ち の 相 当 の 部 分 に つ き 当 該

期 間 内 に 第 １ 項 の 決 定 を し 、 残 り の 行

政 情 報 に つ い て は 相 当 の 期 間 内 に 同 項

の 決 定 を す れ ば 足 り る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 実 施 機 関 は 、 同 項 に 規 定 す る 期

間 内 に 、 請 求 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

６  （ 略 ）  

（ 公 開 請 求 に 対 す る 決 定 等 ）  

第 ９ 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  公 開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 が 著 し く 大

量 で あ る た め 、 公 開 請 求 を 受 け た 日 か

ら ４ ５ 日 以 内 に そ の 全 て に つ い て 第 １

項 の 決 定 を す る こ と に よ り 事 務 の 遂 行

に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る 場

合 に は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実

施 機 関 は 、 公 開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 の

う ち の 相 当 の 部 分 に つ き 当 該 期 間 内 に

第 １ 項 の 決 定 を し 、 残 り の 行 政 情 報 に

つ い て は 相 当 の 期 間 内 に 同 項 の 決 定 を

す れ ば 足 り る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実

施 機 関 は 、 同 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、

請 求 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 書 面

に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

６  （ 略 ）  
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税目 条　項

対　　象　所得割の納税義務者
要　　件　生計を一にする年齢１９歳以上２３歳未満の親族等で、

控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合
適用時期　令和８年度分以降の個人市民税から
内　　容　前年の総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除

市
た
ば
こ
税

加熱式たばこ
に係るたばこ
税の課税標準
の特例

附則第１６条
の２の２

対　　象　加熱式たばこ
目　　的　紙巻きたばことの税負担の差の解消
適用時期　令和８年４月及び１０月（激変緩和のため二段階で実施）
内　　容　①重量のみに応じて紙巻たばこに換算する方式

②一定の重量以下のものは紙巻たばこ１本として課税　等

議案第４６号の参考資料

改　正　の　内　容

所得控除

第３４条の２

熊谷市税条例の一部を改正する条例案の主な改正点

特定親族特別控除の新設

個
人
市
民
税

親族等の合計所得金額 控除額

５８万円超９５万円以下 ４５万円

９５万円超１００万円以下 ４１万円

１００万円超１０５万円以下 ３１万円

１０５万円超１１０万円以下 ２１万円 

１１０万円超１１５万円以下 １１万円

１１５万円超１２０万円以下 ６万円

１２０万円超１２３万円以下 ３万円

現行の換算方法 改正後の換算方法

現行 現行の換算本数×１．０ ―

改正案（第一段階） 現行の換算本数×０．５ 新換算本数×０．５

改正案（第二段階） ― 新換算本数×１．０
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熊谷市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表  

熊谷市税条例（平成１７年条例第６３号）  

（下線部分は改正部分）  

改 正 案 現 行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 公 示 送 達 ）  

第 １ ８ 条  法 第 ２ ０ 条 の ２ の 規 定 に よ る

公 示 送 達 は 、 公 示 事 項 （ 同 条 第 ２ 項 に

規 定 す る 公 示 事 項 を い う 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。） を 地 方 税 法 施 行 規 則

（ 昭 和 ２ ９ 年 総 理 府 令 第 ２ ３ 号 。 以 下

「 施 行 規 則 」と い う 。）第 １ 条 の ８ 第 １

項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 不 特 定 多 数 の

者 が 閲 覧 す る こ と が で き る 状 態 に 置 く

措 置 を と る と と も に 、 公 示 事 項 が 記 載

さ れ た 書 面 を 熊 谷 市 公 告 式 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 条 例 第 ３ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 本 文

に 規 定 す る 電 子 掲 示 場 に 掲 示 し 、 又 は

公 示 事 項 を 市 の 事 務 所 に 設 置 し た 電 子

計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 し た も の の 閲 覧

を す る こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を

と る こ と に よ っ て す る も の と す る 。  

（ 納 税 証 明 事 項 ）  

第 １ ８ 条 の ３  施 行 規 則 第 １ 条 の ９ 第 ２

号 に 規 定 す る 事 項 は 、 道 路 運 送 車 両 法

（昭 和２ ６年 法律 第１ ８５ 号）第５ ９条

第 １ 項 に 規 定 す る 検 査 対 象 軽 自 動 車 又

は 二 輪 の 小 型 自 動 車 に つ い て 天 災 そ の

他 や む を 得 な い 事 由 に よ り 種 別 割 を 滞

納し てい る場 合に おい てそ の旨 とす る。 

 

 

（ 所 得 控 除 ）  

第 ３ ４ 条 の ２  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 法

第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 の い ず れ か

に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 場 合 に は 、 同 条

第 １ 項 及 び 第 ３ 項 か ら 第 １ １ 項 ま で の

規 定 に よ り 雑 損 控 除 額 、医 療 費 控 除 額 、

社 会 保 険 料 控 除 額 、 小 規 模 企 業 共 済 等

掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震

保 険 料 控 除 額 、 障 害 者 控 除 額 、 寡 婦 控

除 額 、 ひ と り 親 控 除 額 、 勤 労 学 生 控 除

額 、配 偶 者 控 除 額 、配 偶 者 特 別 控 除 額 、

（ 公 示 送 達 ）  

第 １ ８ 条  法 第 ２ ０ 条 の ２ の 規 定 に よ る

公 示 送 達 は 、 熊 谷 市 公 告 式 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 条 例 第 ３ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 本 文

に 規 定 す る 電 子 掲 示 場 に 掲 示 し て 行 う

も の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 納 税 証 明 事 項 ）  

第 １ ８ 条 の ３  地 方 税 法 施 行 規 則 （ 昭 和

２ ９ 年 総 理 府 令 第 ２ ３ 号 。 以 下 「 施 行

規 則 」と い う 。）第 １ 条 の ９ 第 ２ 号 に 規

定 す る 事 項 は 、 道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和

２ ６ 年 法 律 第 １ ８ ５ 号 ） 第 ５ ９ 条 第 １

項 に 規 定 す る 検 査 対 象 軽 自 動 車 又 は 二

輪 の 小 型 自 動 車 に つ い て 天 災 そ の 他 や

む を 得 な い 事 由 に よ り 種 別 割 を 滞 納 し

て い る 場 合 に お い て そ の 旨 と す る 。  

（ 所 得 控 除 ）  

第 ３ ４ 条 の ２  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 法

第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 の い ず れ か

に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 場 合 に は 、 同 条

第 １ 項 及 び 第 ３ 項 か ら 第 １ １ 項 ま で の

規 定 に よ り 雑 損 控 除 額 、医 療 費 控 除 額 、

社 会 保 険 料 控 除 額 、 小 規 模 企 業 共 済 等

掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震

保 険 料 控 除 額 、 障 害 者 控 除 額 、 寡 婦 控

除 額 、 ひ と り 親 控 除 額 、 勤 労 学 生 控 除

額 、 配 偶 者 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額
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扶 養 控 除 額 又 は 特 定 親 族 特 別 控 除 額

を 、 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ２ ， ５ ０ ０

万 円 以 下 で あ る 所 得 割 の 納 税 義 務 者 に

つ い て は 、 同 条 第 ２ 項 、 第 ６ 項 及 び 第

１ １ 項 の 規 定 に よ り 基 礎 控 除 額 を そ れ

ぞ れ そ の 者 の 前 年 の 所 得 に つ い て 算 定

し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は 山

林 所 得 金 額 か ら 控 除 す る 。  

（ 市 民 税 の 申 告 ）  

第 ３ ６ 条 の ２  第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の

者 は 、 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 、 施 行 規 則 第

５ 号 の ４ 様 式 （ 別 表 ） に よ る 申 告 書 を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 法 第 ３ １ ７ 条 の ６ 第 １ 項 又 は 第 ４

項 の 規 定 に よ っ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は

公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提 出 す る 義 務

が あ る 者 か ら １ 月 １ 日 現 在 に お い て 給

与 又 は 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け て い る

者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所

得 又 は 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所

得 を 有 し な か っ た も の （ 公 的 年 金 等 に

係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者

で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 令 第 ４ ８ 条 の ９

の ７ に 規 定 す る も の を 除 く 。）、 小 規 模

企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控

除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 勤 労 学 生 控

除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 （ 所 得 割 の 納

税義 務者（前 年の 合計 所得 金額 が９ ００

万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） の 法 第

３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ ０ 号 の ２ に 規

定 す る 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者

（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。）で 控 除 対 象 配 偶 者

に該 当し ない もの に係 るも のを 除く 。）、

同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 扶 養 控 除 額 若 し

く は 特 定 親 族 特 別 控 除 額（ 特 定 親 族（ 同

条 第 １ 項 第 １ ２ 号 に 規 定 す る 特 定 親 族

を い う 。 第 ３ ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 第 ３

号 及 び 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い

て 同 じ 。）（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ８ ５

万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。）に 係 る も

又 は 扶 養 控 除 額 を 、 前 年 の 合 計 所 得 金

額 が ２ ， ５ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る 所 得 割

の 納 税 義 務 者 に つ い て は 、同 条 第 ２ 項 、

第 ６ 項 及 び 第 １ １ 項 の 規 定 に よ り 基 礎

控 除 額 を そ れ ぞ れ そ の 者 の 前 年 の 所 得

に つ い て 算 定 し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所

得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 か ら 控 除 す

る 。  

（ 市 民 税 の 申 告 ）

第 ３ ６ 条 の ２  第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の

者 は 、 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 、 施 行 規 則 第

５ 号 の ４ 様 式 （ 別 表 ） に よ る 申 告 書 を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 法 第 ３ １ ７ 条 の ６ 第 １ 項 又 は 第 ４

項 の 規 定 に よ っ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は

公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提 出 す る 義 務

が あ る 者 か ら １ 月 １ 日 現 在 に お い て 給

与 又 は 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け て い る

者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所

得 又 は 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所

得 を 有 し な か っ た も の （ 公 的 年 金 等 に

係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者

で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 令 第 ４ ８ 条 の ９

の ７ に 規 定 す る も の を 除 く 。）、 小 規 模

企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控

除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 勤 労 学 生 控

除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 （ 所 得 割 の 納

税義 務者（前 年の 合計 所得 金額 が９ ００

万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） の 法 第

３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ ０ 号 の ２ に 規

定 す る 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者

（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。）で 控 除 対 象 配 偶 者

に 該 当 し な い も の に 係 る も の を 除 く 。）

若 し く は 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 扶 養 控

除 額 の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控

除 額 若 し く は 医 療 費 控 除 額 の 控 除 、 法

第 ３ １ ３ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 純 損 失 の

金 額 の 控 除 、 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 純

損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額 の 控 除 若 し

く は 第 ３ ４ 条 の ７ の 規 定 に よ っ て 控 除
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す べ き 金 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 寄

附 金 税 額 控 除 額 」と い う 。）の 控 除 を 受

け よ う と す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条

に お い て 「 給 与 所 得 等 以 外 の 所 得 を 有

し な か っ た 者 」と い う 。）及 び 第 ２ ４ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 者 （ 施 行 規 則 第 ２ 条

の ２ 第 １ 項 の 表 の 上 欄 の （ 二 ） に 掲 げ

る 者 を 除 く 。）に つ い て は 、こ の 限 り で

な い 。  

 

 

 

 

 

 

２ ～ ９  （ 略 ）  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の 扶  

養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ２  所 得 税 法 第 １ ９ ４ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 者 」 と い

う 。）で 市 内 に 住 所 を 有 す る も の は 、当

該 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項

の 給 与 等 の 支 払 者 （ 以 下 こ の 条 に お い

て「 給 与 支 払 者 」と い う 。）か ら 毎 年 最

初 に 給 与 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で

に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、

当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

⑶  扶 養 親 族 の 氏 名  

⑷  （ 略 ）  

２ ～ ６  （ 略 ）  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受 給  

者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ３  所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条

の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す

る 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者

又 は 法 の 施 行 地 に お い て 同 項 に 規 定 す

の を 除 く 。）の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て

雑 損 控 除 額 若 し く は 医 療 費 控 除 額 の 控

除 、 法 第 ３ １ ３ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 純

損 失 の 金 額 の 控 除 、 同 条 第 ９ 項 に 規 定

す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額 の 控

除 若 し く は 第 ３ ４ 条 の ７ の 規 定 に よ っ

て 控 除 す べ き 金 額 （ 以 下 こ の 条 に お い

て「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」と い う 。）の 控

除 を 受 け よ う と す る も の を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 等 以 外 の 所

得 を 有 し な か っ た 者 」と い う 。）及 び 第

２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 者 （ 施 行 規 則

第 ２ 条 の ２ 第 １ 項 の 表 の 上 欄 の （ 二 ）

に 掲 げ る 者 を 除 く 。）に つ い て は 、こ の

限 り で な い 。  

２ ～ ９  （ 略 ）  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の 扶  

養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ２  所 得 税 法 第 １ ９ ４ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 者 」 と い

う 。）で 市 内 に 住 所 を 有 す る も の は 、当

該 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項

の 給 与 等 の 支 払 者 （ 以 下 こ の 条 に お い

て「 給 与 支 払 者 」と い う 。）か ら 毎 年 最

初 に 給 与 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で

に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、

当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

⑶  扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名  

⑷  （ 略 ）  

２ ～ ６  （ 略 ）  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受 給

者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ３  所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条

の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す

る 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者

又 は 法 の 施 行 地 に お い て 同 項 に 規 定 す
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る 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の

７ の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と

い う 。）の 支 払 を 受 け る 者 で あ っ て 、特

定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計

所 得 金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。）の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶

者 （ 退 職 手 当 等 （ 第 ５ ３ 条 の ２ に 規 定

す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。）に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で

あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。）を い う 。第 ２ 号 に

お い て 同 じ 。）又 は 扶 養 親 族（ 年 齢 １ ６

歳未満の者又は控除対象扶養親族であっ

て 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に

限 る 。）を 有 す る 者（ 以 下 こ の 条 に お い

て「 公 的 年 金 等 受 給 者 」と い う 。）で 市

内 に 住 所 を 有 す る も の は 、 当 該 申 告 書

の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 の 公 的 年

金 等 の 支 払 者（ 以 下 こ の 条 に お い て「 公

的 年 金 等 支 払 者 」と い う 。）か ら 毎 年 最

初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前

日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し

て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

⑴ ・ ⑵  (略 )   

⑶  扶 養 親 族 の 氏 名  

⑷  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  

附  則  

（ 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 の 特

例 ）  

第 １ ６ 条 の ２  （ 略 ）  

 

る 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の

７ の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と

い う 。）の 支 払 を 受 け る 者 で あ っ て 、特

定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計

所 得 金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。）の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶

者 （ 退 職 手 当 等 （ 第 ５ ３ 条 の ２ に 規 定

す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。）に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で

あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。）を い う 。第 ２ 号 に

お い て 同 じ 。）又 は 扶 養 親 族（ 年 齢 １ ６

歳未満の者又は控除対象扶養親族であっ

て 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に

限 る 。）若 し く は 特 定 親 族（ 退 職 手 当 等

に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計

所 得 金 額 が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に

限 る 。）を 有 す る 者（ 以 下 こ の 条 に お い

て「 公 的 年 金 等 受 給 者 」と い う 。）で 市

内 に 住 所 を 有 す る も の は 、 当 該 申 告 書

の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 の 公 的 年

金 等 の 支 払 者（ 以 下 こ の 条 に お い て「 公

的 年 金 等 支 払 者 」と い う 。）か ら 毎 年 最

初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前

日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し

て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴ ・ ⑵  (略 )   

⑶  扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名  

⑷  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）   

附  則  

（ 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 の 特

例 ）  

第 １ ６ 条 の ２  （ 略 ）  

（ 加 熱 式 た ば こ に 係 る た ば こ 税 の 課 税

標 準 の 特 例 ）  

第 １ ６ 条 の ２ の ２  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以

後 に 第 ９ ２ 条 の ２ 第 １ 項 の 売 渡 し 又 は
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 同 条 第 ２ 項 の 売 渡 し 若 し く は 消 費 等

（ 次 項 に お い て 「 売 渡 し 等 」 と い う 。）

が 行 わ れ た 加 熱 式 た ば こ （ 第 ９ ２ 条 第

１ 号 オ に 掲 げ る 加 熱 式 た ば こ を い い 、

第 ９ ３ 条 の ２ の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ

と み な さ れ る も の を 含 む 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。）に 係 る 第 ９ ４ 条 第 １ 項

の 製 造 た ば こ の 本 数 は 、 同 条 第 ３ 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定

め る 方 法 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ

（ 第 ９ ２ 条 第 １ 号 ア に 掲 げ る 紙 巻 た ば

こ を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い

て 同 じ 。） の 本 数 に よ る も の と す る 。  

⑴  葉 た ば こ （ た ば こ 事 業 法 第 ２ 条 第

２ 号 に 規 定 す る 葉 た ば こ を い う 。）を

原 料 の 全 部 又 は 一 部 と し た も の を 紙

そ の 他 こ れ に 類 す る 材 料 の も の で 巻

い た 加 熱 式 た ば こ （ 当 該 葉 た ば こ を

原 料 の 全 部 又 は 一 部 と し た も の を 施

行 規 則 附 則 第 ８ 条 の ４ の ２ に 規 定 す

る と こ ろ に よ り 直 接 加 熱 す る こ と に

よ っ て 喫 煙 の 用 に 供 さ れ る も の に 限

る 。） 当該加熱式たばこの重量（フィ

ル タ ー そ の 他 の 施 行 規 則 附 則 第 ８ 条

の ４ の ３ に 規 定 す る も の に 係 る 部 分

の 重 量 を 除 く 。 以 下 こ の 項 か ら 第 ３

項 ま で に お い て 同 じ 。）の ０ ．３ ５ グ

ラ ム を も っ て 紙 巻 た ば こ の １ 本 に 換

算 す る 方 法 。 た だ し 、 当 該 加 熱 式 た

ば こ の １ 本 当 た り の 重 量 が ０ ． ３ ５

グ ラ ム 未 満 で あ る 場 合 に あ っ て は 、

当 該 加 熱 式 た ば こ の １ 本 を も っ て 紙

巻 た ば こ の １ 本 に 換 算 す る 方 法  

⑵  前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 加 熱 式 た

ば こ  当 該 加 熱 式 た ば こ の 重 量 の

０ ． ２ グ ラ ム を も っ て 紙 巻 た ば こ の

１ 本 に 換 算 す る 方 法 。 た だ し 、 当 該

加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご と の １ 個 当 た

り の 重 量 が ４ グ ラ ム 未 満 で あ る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 加 熱 式 た ば こ の 品
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目 ご と の １ 個 を も っ て 紙 巻 た ば こ の

２ ０ 本 に 換 算 す る 方 法  

２ 前 項 の 規 定 に よ り 加 熱 式 た ば こ の う

ち 同 項 第 １ 号 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 を

受 け る も の 及 び 同 項 第 ２ 号 た だ し 書 の

規 定 の 適 用 を 受 け る も の 以 外 の も の の

重 量 を 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 換 算 す る 場

合 に お け る 計 算 は 、 売 渡 し 等 が 行 わ れ

た 加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご と の １ 個 当 た

り の 重 量 に 当 該 加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご

と の 数 量 を 乗 じ て 得 た 重 量 を 同 項 各 号

に 掲 げ る 区 分 ご と に 合 計 し 、 そ の 合 計

重 量 を 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 換 算 す る 方

法 に よ り 行 う も の と す る 。  

３  前 項 の 計 算 に 関 し 、 同 項 の 加 熱 式 た

ば こ の 品 目 ご と の １ 個 当 た り の 重 量 に

０ ． １ グ ラ ム 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 に

は 、そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 

４  第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 加 熱 式 た ば こ

（ 第 ９ ３ 条 の ２ の 規 定 に よ り 製 造 た ば

こ と み な さ れ る も の に 限 る 。） の う ち 、

次 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 同 号 た だ

し 書 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

⑴ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 加 熱 式 た ば

こ と 併 せ て 喫 煙 の 用 に 供 さ れ る も の

⑵ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 加 熱 式 た ば

こ （ 第 ９ ３ 条 の ２ の 規 定 に よ り 製 造

た ば こ と み な さ れ る も の を 除 く 。）と

併 せ て 喫 煙 の 用 に 供 さ れ る 加 熱 式 た

ば こ （ 同 条 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ

と み な さ れ る も の に 限 る 。）で あ っ て

当 該 加 熱 式 た ば こ の み の 品 目 の も の
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議案第４７号の参考資料  

熊谷市遺児手当支給条例の一部を改正する条例案新旧対照表  

熊谷市遺児手当支給条例（平成１７年条例第１４３号）  

（下線部分は改正部分）  

改 正 案 現 行 

  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 遺 児 の 保 護 者 に 対

し 、 遺 児 手 当 （ 以 下 「 手 当 」 と い う 。）

を 支 給 す る こ と に よ り 、 遺 児 の 健 全 な

育 成 及 び 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 的

と す る 。  

 

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て「 遺 児 」と は 、

次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 を い う 。  

 

 

 

⑴  本 市 に 住 所 を 有 す る 者 （ 住 民 基 本

台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ）

の 規 定 に よ り 本 市 の 住 民 基 本 台 帳 に

記 録 が な さ れ て い る 者 を い う 。 次 項

第 １ 号 に お い て 同 じ 。）  

⑵  １ ８ 歳 に 達 し た 日 の 属 す る 会 計 年

度 の 末 日 ま で に あ る 者  

⑶  父 若 し く は 母 又 は 父 母 が 共 に 死 亡

し た 者  

２  こ の 条 例 に お い て 「 保 護 者 」 と は 、

次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 を い う 。  

⑴  本 市 に 住 所 を 有 す る 者  

⑵  遺 児 の 親 権 を 行 う 者 又 は 未 成 年 後

見 人 そ の 他 の 者  

⑶  現 に 遺 児 を 監 護 し 、 か つ 、 当 該 遺

児 と 生 計 を 同 じ く す る 者  

⑷  熊 谷 市 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 の 支

給 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第

１ ４ １ 号 ） に 基 づ き 医 療 費 （ 第 ７ 条

に お い て 「 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 」

と い う 。） の 支 給 を 受 け て い る 者  

 

 

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 父 若 し く は 母 又 は

父 母 が 共 に 死 亡 し て い る 低 所 得 世 帯 に

あ る 児 童 に つ い て そ の 保 護 者 に 対 し 、

遺 児 手 当（ 以 下「 手 当 」と い う 。）を 支

給 す る こ と に よ り 、 こ れ ら の 児 童 の 生

活 の 向 上 と 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目

的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て「 児 童 」と は 、

義 務 教 育 修 了 前 の 者 を い い 、「 保 護 者 」

と は 、 親 権 を 行 う 者 、 未 成 年 後 見 人 そ

の 他 の 者 で 、現 に 児 童 と 同 居 し 、か つ 、

監 護 し て い る 者 を い う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 受 給 資 格 ）  

第 ３ 条  手 当 を 受 け る こ と の で き る 保 護
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者 は 、 次 に 該 当 す る 者 と す る 。

⑴ 本 市 に 住 所 を 有 す る 者

⑵ 市 長 が 低 所 得 世 帯 （ 生 活 保 護 法 に

よ る 保 護 の 基 準 （ 昭 和 ３ ８ 年 厚 生 省

告 示 第 １ ５ ８ 号 ） の 額 に １ ． ５ を 乗

じ て 得 た 額 以 下 の 所 得 に よ り 生 活 を

維 持 す る 世 帯 を い う 。）と 認 め た も の

（ 手 当 の 額 等 ）  

第 ４ 条  手 当 の 額 は 、 児 童 １ 人 に つ き 月

額 ３ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。  

２  手 当 は 、 受 給 資 格 を 認 定 さ れ た 日 の

属 す る 月 か ら 受 給 資 格 が 喪 失 し た 日 の

属 す る 月 ま で 支 給 す る 。  

（ 申 請 ）  

第 ５ 条  手 当 を 受 け よ う と す る 保 護 者

は 、 そ の 旨 を 市 長 に 申 請 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 支 給 の 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 に よ る 申 請 が あ っ

た 場 合 に は 、 内 容 を 審 査 し 、 支 給 の 適

否 を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 受 給 資 格 の 喪 失 ）  

第 ７ 条  前 条 に よ り 手 当 の 支 給 を 適 当 と

認 め ら れ た 者（ 以 下「 受 給 者 」と い う 。）

又 は 児 童 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る と き は 、 手 当 の 受 給 資 格 を 失 う 。

⑴ 保 護 者 で な く な っ た と き 。

⑵ 保護者が本市に住所を有しなくなっ

たとき。

（ 手 当 の 額 等 ）  

第 ３ 条  手 当 の 額 は 、 遺 児 １ 人 に つ き 月

額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。  

２  手 当 は 、次条の 規 定によ る 申請 があ っ

た 日 の 属 す る 月 か ら 第 ６ 条 の 規 定 に よ

り 受 給 資 格 を 喪 失 し た 日 の 属 す る 月 ま

で 支 給 す る 。  

３  手 当 は 、毎 年 ３ 月 及 び ９ 月 の ２ 期 に 、

そ れ ぞ れ の 月 ま で の 分 を 支 給 す る 。 た

だ し 、 前 支 給 期 月 に 支 給 す べ き で あ っ

た 手 当 又 は 支 給 す べ き 事 由 が 消 滅 し た

場 合 に お け る そ の 期 の 手 当 は 、 そ の 支

給 期 月 で な い 月 で あ っ て も 、 支 給 す る

も の と す る 。  

（ 申 請 ）  

第 ４ 条  手 当 の 支 給 を 受 け よ う と す る 保

護 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 給 の 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請

が あ っ た 場 合 に は 、 内 容 を 審 査 し 、 支

給 の 可 否 を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 支 給 の 可

否 を 決 定 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 保 護 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

（ 受 給 資 格 の 喪 失 ）  

第 ６ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 支 給 の

決 定 を 受 け た 保 護 者 （ 以 下 「 受 給 者 」

と い う 。）が 第 ２ 条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ

か に 該 当 し な く な っ た と き は 、 手 当 を

受 給 す る 資 格 を 喪 失 す る 。  
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⑶  保 護 者 が 低 所 得 世 帯 と 認 め ら れ な

く な っ た と き 。  

⑷  児 童 が 父 又 は 母 の 配 偶 者 に 養 育 さ

れ る こ と と な っ た と き 。  

⑸  児 童 が 死 亡 し た と き 。  

 

 

 

 

 

（ 受 給 者 の 義 務 ）  

第 ８ 条  受 給 者 は 、 第 １ 条 の 目 的 に し た

が い 児 童 の 愛 護 に 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 手 当 の 支 給 制 限 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 受 給 者 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 手

当 の 全 部 又 は 一 部 を 支 給 し な い こ と が

で き る 。  

⑴  児 童 の 保 護 を 怠 っ て い る と き 。  

⑵  こ の 条 例 又 は こ の 条 例 に 基 づ く 規

則 に 違 反 し た と き 。  

（ 手 当 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り

手 当 の 支 給 を 受 け た 者 は 、 当 該 手 当 を

返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 手 当 の 支 給 停 止 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 受 給 者 が ひ と り 親 家 庭

等 医 療 費 の 支 給 の 制 限 を 受 け て い る と

き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 手

当 の 支 給 を 停 止 す る も の と す る 。  

（ 届 出 義 務 ）  

第 ８ 条  受 給 者 は 、 第 ２ 条 第 ２ 項 各 号 の

い ず れ か に 該 当 し な く な っ た と き は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 遅 滞 な く

市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  受 給 者 は 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 申 請

し た 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 速 や

か に 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  受 給 者 は 、 受 給 者 の 所 得 、 世 帯 等 の

現 況 に つ い て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

（ 手 当 の 支 給 制 限 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 受 給 者 が こ の 条 例 又 は

こ の 条 例 に 基 づ く 規 則 の 規 定 に 違 反 し

た と 認 め る と き は 、 手 当 の 全 部 又 は 一

部 を 支 給 し な い こ と が で き る 。  

 

 

 

（ 手 当 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 偽 り そ の 他 不 正 の 行

為 に よ り 手 当 の 支 給 を 受 け た 者 が あ る

と き は 、 そ の 者 か ら 当 該 支 給 を 受 け た

額 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が

で き る 。  

（ 譲 渡 又 は 担 保 の 禁 止 ）  

第 １ １ 条  受 給 者 は 、 手 当 の 支 給 を 受 け

る 権 利 は 、 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 し て

は な ら な い 。  

（ 調 査 等 ）  
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（ 委 任 ）

第 １ １ 条 （ 略 ）

第 １ ２ 条  市 長 は 、 手 当 の 支 給 に 関 し 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 受 給 者 そ の

他 の 者 に 対 し て 質 問 し 、 又 は 必 要 な 事

項 に つ い て 調 査 す る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）  

第 １ ３ 条  （ 略 ）
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熊 谷 市 土 砂 等 の た い 積 の 規 制 に 関  

す る 条 例  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 土 砂 等 の た い 積 に

関 し 、 必 要 な 規 制 を 行 う こ と に よ り 、

無秩序 な土砂 等の たい 積 を防 止し 、も っ

て 市 民 の 生 活 の 安 全 の 確 保 及 び 生 活 環

境 の 保 全 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す

る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

⑴  土 砂 等  土 砂 、 岩 石 そ の 他 の 土 地

の た い 積 に 供 さ れ る 物 で 廃 棄 物 の 処

理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５

年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 廃 棄 物 以 外 の も の を い う 。  

⑵  土 砂 等 の た い 積  埋 立 て 、 盛 土 そ

の 他 の 土 地 へ の 土 砂 等 の た い 積 （ 製

品 の 製 造 又 は 加 工 の た め の 原 材 料 の

た い 積 を 除 く 。） を い う 。  

⑶  た い 積 区 域  土 砂 等 の た い 積 を 行

う 土 地 の 区 域 を い う 。  

（ 市 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 無 秩 序 な 土 砂 等 の た い 積

を 防 止 す る た め 、 土 砂 等 の た い 積 を 監

視する 体制の 整備 に努 めるも のとす る 。 

 

（ 土 砂 等 の た い 積 を 行 う 者 の 責 務 ）  

第 ４ 条  土 砂 等 の た い 積 を 行 う 者 は 、 そ

の た い 積 に 係 る 土 砂 等 の 流 出 、 崩 壊 そ

の 他 の 災 害 の 発 生 を 防 止 す る た め 、 必

要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 た い 積 区

域 の 周 辺 の 生 活 環 境 の 保 全 に 配 慮 し な

熊 谷 市 土 砂 等 の 堆 積 に よ る 土 壌 の  

汚 染 の 防 止 に 関 す る 条 例  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 土 砂 等 の 堆 積 に 関

し 、 必 要 な 規 制 を 行 う こ と に よ り 、 土

砂 等 の 堆 積 に よ る 土 壌 の 汚 染 を 防 止

し 、 も っ て 生 活 環 境 の 保 全 に 寄 与 す る

こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

⑴  土 砂 等  土 砂 、 岩 石 そ の 他 の 土 地

の 堆 積 に 供 さ れ る 物 で 廃 棄 物 の 処 理

及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年

法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 廃 棄 物 以 外 の も の を い う 。  

⑵  土 砂 等 の 堆 積  埋 立 て 、 盛 土 そ の

他 の 土 地 へ の 土 砂 等 の 堆 積 （ 製 品 の

製 造 又 は 加 工 の た め の 原 材 料 の 堆 積

を 除 く 。） を い う 。  

 ⑶  堆 積 区 域  土 砂 等 の 堆 積 を 行 う 土

地 の 区 域 を い う 。  

（ 市 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 土 砂 等 の 堆 積 に よ る 土 壌

の 汚 染 を 防 止 す る た め 、 土 砂 等 の 堆 積

を 監 視 す る 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と

す る 。  

（ 土 砂 等 の 堆 積 を 行 う 者 の 責 務 ）  

第 ４ 条  土 砂 等 の 堆 積 を 行 う 者 は 、 土 砂

等 の 堆 積 に よ る 土 壌 の 汚 染 を 防 止 す る

た め 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、

堆 積 区 域 の 周 辺 の 生 活 環 境 の 保 全 に 配

慮 し な け れ ば な ら な い 。  
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け れ ば な ら な い 。  

 （ 土 地 の 所 有 者 等 の 責 務 ）  

第 ５ 条  土 地 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有

者 は 、無 秩 序 な 土 砂 等 の た い 積 に よ り 、

土 砂 等 の 流 出 、 崩 壊 そ の 他 の 災 害 が 発

生 す る こ と の な い よ う 、 当 該 土 地 を 適

正 に 管 理 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 汚 染 さ れ た 土 砂 等 の た い 積 の 禁 止 ）  

第 ６ 条  土 砂 等 の た い 積 を 行 う 者 は 、鉛 、

砒
ひ

素 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン そ の 他 の 規

則 で 定 め る 物 質 に よ る 汚 染 の 状 態 が 規

則 で 定 め る 基 準 （ 次 項 に お い て 「 土 壌

基 準 」と い う 。）に 適 合 し な い 土 砂 等 を

土砂等 のたい 積に 使用 しては ならな い 。 

２  市 長 は 、 土 壌 基 準 に 適 合 し な い 土 砂

等 が 土 砂 等 の た い 積 に 使 用 さ れ 、 又 は

使 用 さ れ て い る お そ れ が あ る と 認 め る

と き は 、 土 砂 等 の た い 積 を 行 っ て い る

者 又 は 土 砂 等 の た い 積 に 係 る 工 事 を 請

け 負 っ た 者 若 し く は 工 事 を 行 っ て い る

者 に 対 し 、 直 ち に 当 該 土 砂 等 の た い 積

を 停 止 し 、 又 は 現 状 を 保 全 す る た め に

必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ

と が で き る 。  

（ 土 砂 等 の た い 積 の 許 可 ）  

第 ７ 条  土 砂 等 の た い 積 を 行 お う と す る

者 は 、 た い 積 区 域 の 面 積 が ５ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 ３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

未 満 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 た い

積 区 域 ご と に 土 砂 等 の た い 積 に 関 す る

計 画（ 以 下「 た い 積 計 画 」と い う 。）を

定 め 、 市 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。  

２  土 砂 等 の た い 積 を 行 う 日 前 １ 年 以 内

に た い 積 区 域 に 隣 接 す る 土 地 に お い て

土 砂 等 の た い 積 が 既 に 行 わ れ 、 又 は 現

に 行 わ れ て い る 場 合 で あ っ て 、 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 た い

積 区 域 に 隣 接 す る 土 地 の 土 砂 等 の た い

積 の 面 積 を 合 算 し た 面 積 を た い 積 区 域

の面積とみなし、前項の規定を適用する 。 

 

（ 土 地 の 所 有 者 等 の 責 務 ）  

第 ５ 条  土 地 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有

者 は 、 土 砂 等 の 堆 積 に よ る 土 壌 の 汚 染

を 防 止 す る た め 、 当 該 土 地 を 適 正 に 管

理 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 汚 染 さ れ た 土 砂 等 の 堆 積 の 禁 止 ）  

第 ６ 条  土 砂 等 の 堆 積 を 行 う 者 は 、 鉛 、

砒
ひ

素 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン そ の 他 の 規

則 で 定 め る 物 質 に よ る 汚 染 の 状 態 が 規

則 で 定 め る 基 準 （ 次 項 に お い て 「 土 壌

基 準 」と い う 。）に 適 合 し な い 土 砂 等 を

土 砂 等 の 堆 積 に 使 用 し て は な ら な い 。  

２  市 長 は 、 土 壌 基 準 に 適 合 し な い 土 砂

等 が 土 砂 等 の 堆 積 に 使 用 さ れ 、 又 は 使

用 さ れ て い る お そ れ が あ る と 認 め る と

き は 、 土 砂 等 の 堆 積 を 行 っ て い る 者 又

は 土 砂 等 の 堆 積 に 係 る 工 事 を 請 け 負 っ

た 者 若 し く は 工 事 を 行 っ て い る 者 に 対

し 、直 ち に 当 該 土 砂 等 の 堆 積 を 停 止 し 、

又 は 現 状 を 保 全 す る た め に 必 要 な 措 置

をとる べきこ とを 命ず ること ができ る 。 
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⑴  土 砂 等 の た い 積 を 行 お う と す る 者

と 隣 接 す る 土 地 に お い て 土 砂 等 の た

い 積 を 既 に 行 い 、 又 は 現 に 行 っ て い

る 者 が 同 一 で あ る と き 。  

⑵  た い 積 区 域 の 土 地 の 所 有 者 と 隣 接

する土 地の所 有者 が同 一であ るとき 。 

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 土 砂 等 の た い 積 に つ い て

は 、 適 用 し な い 。  

⑴  土 地 の 造 成 そ の 他 の 事 業 の 区 域 内

に お い て 行 う 土 砂 等 の た い 積 で 当 該

事 業 の 区 域 に お け る 土 砂 等 の み を 用

い て 行 う も の  

⑵  法 令 又 は 他 の 条 例 の 規 定 に よ る 許

可 等 の 処 分 そ の 他 の 行 為 で 規 則 で 定

め る も の に 係 る 行 為 と し て 行 う 土 砂

等 の た い 積  

⑶  国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 行 う 土 砂 等

の た い 積  

⑷  公 益 性 が 高 い と 認 め ら れ る 事 業 の

実 施 に 係 る 行 為 の う ち 無 秩 序 な 土 砂

等 の た い 積 と な る お そ れ が な い も の

と し て 規 則 で 定 め る も の に 係 る 土 砂

等 の た い 積  

⑸  災 害 復 旧 の た め に 必 要 な 応 急 措 置

と し て 行 う 土 砂 等 の た い 積  

⑹  法 令 若 し く は 条 例 又 は こ れ ら に 基

づ く 処 分 に よ る 義 務 の 履 行 に 伴 う 土

砂 等 の た い 積  

⑺  そ の 他 無 秩 序 な 土 砂 等 の た い 積 の

お そ れ が な い も の と し て 規 則 で 定 め

る 土 砂 等 の た い 積  

４  た い 積 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

定 め な け れ ば な ら な い 。  

⑴  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人

に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

⑵  た い 積 区 域 の 所 在 及 び 面 積  

⑶  土 砂 等 の た い 積 の 目 的  

⑷  土 砂 等 の た い 積 に 使 用 さ れ る 土 砂

等 の 採 取 場 所 及 び 搬 入 経 路  

⑸  最 大 た い 積 時 に お い て 土 砂 等 の た
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い 積 に 用 い る 土 砂 等 の 数 量

⑹ 最 大 た い 積 時 及 び 土 砂 等 の た い 積

の 完 了 時 に お け る 土 地 の 形 状

⑺ 施 工 者 （ た い 積 計 画 を 定 め る 者 か

ら 土 砂 等 の た い 積 に 係 る 工 事 を 直 接

請 け 負 っ た 者 及 び 請 負 契 約 に よ ら な

い で 自 ら 当 該 工 事 を 行 う 者 を い う 。）

の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人

に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

⑻ 周囲の生活環境の保全のための方策

⑼ 排 水 施 設 そ の 他 の 土 砂 等 の 流 出 及

び 崩 壊 を 防 止 す る 施 設 の 計 画

⑽ 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 災 害 、

事 故 等 の 発 生 を 防 止 す る た め に と る

措 置  

⑾ 土 砂 等 の た い 積 を 行 う 期 間

⑿ そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

５  第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 に

は 、 当 該 申 請 に 係 る た い 積 区 域 を 示 す

図 面 そ の 他 規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 住 民 へ の 周 知 ）  

第 ８ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 の

申 請 を し た 者 は 、 そ の 概 要 を 当 該 申 請

に 係 る た い 積 区 域 の 周 辺 の 住 民 に 周 知

さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 許 可 の 基 準 等 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 許 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い

て 、 た い 積 計 画 の 内 容 が 、 次 に 掲 げ る

事 項 に つ い て 、 土 砂 等 の 流 出 、 崩 壊 そ

の 他 の 災 害 を 防 止 す る 上 で 必 要 な 規 則

で 定 め る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き

で な け れ ば 、 同 項 の 許 可 を し て は な ら

な い 。  

⑴ 最 大 た い 積 時 及 び 土 砂 等 の た い 積

の 完 了 時 に お い て た い 積 す る 土 砂 等

の 高 さ 及 び 法
の り

面 の 勾
こ う

配

⑵ 排 水 施 設 、 擁 壁 そ の 他 の 施 設

⑶ 地 形 、 地 質 又 は 周 囲 の 状 況 に 応 じ

配 慮 す べ き 事 項 又 は 講 ず べ き 措 置
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２  市 長 は 、 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る

許 可 の 申 請 を し た 者 が 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る と き 又 は 当 該 許 可 の 申

請 に 係 る 施 工 者 が 第 １ 号 に 該 当 す る と

きは、同項の許可をしないことができる。 

⑴  た い 積 計 画 を 実 施 す る た め に 必 要

な 資 力 及 び 信 用 が あ る と 認 め ら れ な

い 場 合  

⑵  た い 積 計 画 の 実 施 の 妨 げ と な る 権

利を有する者の同意を得ていない場合  

３  市 長 は 、 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る

許 可 に は 、 夜 間 に お け る 土 砂 等 の た い

積 の 禁 止 そ の 他 生 活 環 境 の 保 全 の た め

の 必 要 な 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

（ 変 更 の 許 可 ）  

第 １ ０ 条  第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許

可 を 受 け た 者（ 以 下「 許 可 を 受 け た 者 」

と い う 。）は 、当 該 許 可 に 係 る 同 条 第 ４

項 第 ２ 号 か ら 第 １ １ 号 ま で に 掲 げ る 事

項 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、 規 則

の 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 の 許 可 を

受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 規 則

で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し よ う と す る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 許 可 の 場 合 に

つ い て 準 用 す る 。  

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 １ １ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可

に 係 る 第 ７ 条 第 ４ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事

項 に 変 更 が あ っ た と き は 遅 滞 な く 、 前

条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 軽 微

な 変 更 を し よ う と す る と き は あ ら か じ

め 、 そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

（ 許 可 の 取 消 し ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 許 可 を 受 け た 者 が 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

当 該 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に

違 反 し た と き 。  

⑵  虚 偽 の 申 請 又 は 不 正 な 手 段 に よ
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り 、 第 ７ 条 第 １ 項 又 は 第 １ ０ 条 第 １

項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た と き 。  

⑶  第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 を

受 け た 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す

る 日 ま で に 当 該 許 可 に 係 る 土 砂 等 の

た い 積 に 着 手 し な か っ た と き 。  

⑷  第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 に

係 る 土 砂 等 の た い 積 に 着 手 し た 日 後

１ 年 を 超 え る 期 間 引 き 続 き 土 砂 等 の

た い 積 を 行 っ て い な い と き 。  

⑸  第 ９ 条 第 １ 項 の 基 準 に 適 合 し な い

土 砂 等 の た い 積 を 行 っ た と き 。  

⑹  第 ９ 条 第 ３ 項 （ 第 １ ０ 条 第 ２ 項 に

おいて準用する場合を含む。）の規定に

基づき付された条件に違反したとき。  

⑺  第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て

同 項 に 規 定 す る 変 更 の 許 可 を 受 け な

い で 土 砂 等 の た い 積 を 行 っ た と き 。  

⑻  第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令

に 違 反 し た と き 。  

（ 標 識 の 掲 示 ）  

第 １ ３ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可

に 係 る 土 砂 等 の た い 積 を 行 っ て い る

間 、 当 該 た い 積 区 域 内 の 公 衆 の 見 や す

い 場 所 に 、 規 則 で 定 め る 標 識 を 掲 示 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 関 係 書 類 の 閲 覧 ）  

第 １ ４ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 規 則 の 定

め る と こ ろ に よ り 、 当 該 許 可 に 係 る 土

砂 等 の た い 積 を 行 っ て い る 間 、 こ の 条

例 の 規 定 に よ り 市 長 に 提 出 し た 書 類 の

写 し を 、 土 砂 等 の た い 積 に 関 し 生 活 環

境 の 保 全 上 利 害 関 係 を 有 す る 者 の 求 め

に 応 じ 、 閲 覧 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

（ 着 手 の 届 出 ）  

第 １ ５ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可

に 係 る 土 砂 等 の た い 積 に 着 手 し た と き

は 、 着 手 し た 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 以

内 に そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

（ 定 期 報 告 ）  
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第 １ ６ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可

に 係 る 土 砂 等 の た い 積 の 着 手 の 日 か ら

完 了 又 は 廃 止 の 日 ま で の 期 間 を ３ 月 ご

と に 区 分 し た 各 期 間 （ 最 後 に ３ 月 未 満

の 区 分 し た 期 間 が 生 じ た 場 合 は 、 そ の

期 間 と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。）ご と に 、当 該 各 期 間 の 経 過 後 ２ ０

日 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 市 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  

⑴  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人

に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

⑵  許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

⑶  た い 積 区 域 の 所 在 及 び 面 積  

⑷  当 該 各 期 間 内 に 搬 入 し た 土 砂 等 の

採取場所及び当該採取場所ごとの数量  

２  前 項 の 規 定 に よ る 届 出 に は 、 土 砂 等

の 採 取 場 所 の 責 任 者 の 発 行 し た 当 該 採

取 場 所 を 証 明 す る 書 類 そ の 他 規 則 で 定

め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ た い 積 に 係 る 土 地 の 汚 染 調 査 ）  

第 １ ７ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可

に 係 る 土 砂 等 の た い 積 に 着 手 し た 日 か

ら 起 算 し て ６ 月 ご と （ 土 砂 等 の た い 積

の 着 手 の 日 か ら 完 了 又 は 廃 止 の 日 ま で

の 期 間 が ６ 月 に 満 た な い 場 合 に あ っ て

は 、完 了 又 は 廃 止 の と き ）に 、当 該 た い

積 区 域 の 土 砂 等 に つ い て 、 規 則 の 定 め

る と こ ろ に よ り 、 汚 染 の 状 況 に つ い て

の 調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を 市 長 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 堆 積 に 係 る 土 地 の 汚 染 調 査 ）  

第 ７ 条  土 砂 等 の 堆 積 を 行 う 者 は 、 堆 積

区 域 の 面 積 が ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超

え ３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る

場 合 に お い て は 、 当 該 土 砂 等 の 堆 積 に

着 手 し た 日 か ら 起 算 し て ６ 月 ご と （ 土

砂 等 の 堆 積 の 着 手 の 日 か ら 完 了 又 は 廃

止 の 日 ま で の 期 間 が ６ 月 に 満 た な い 場

合 に あ っ て は 、 完 了 又 は 廃 止 の と き ）

に 、 当 該 堆 積 区 域 の 土 砂 等 に つ い て 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 汚 染 の 状

況 に つ い て の 調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を

市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 次 に 掲 げ る 土 砂 等 の 堆 積 に つ い て

は 、 こ の 限 り で な い 。  

⑴  土 地 の 造 成 そ の 他 の 事 業 の 区 域 内

に お い て 行 う 土 砂 等 の 堆 積 で あ っ

て 、 当 該 事 業 の 区 域 に お け る 土 砂 等

の み を 用 い て 行 う も の  

⑵  法 令 又 は 他 の 条 例 の 規 定 に よ る 許

可 等 の 処 分 そ の 他 の 行 為 で 規 則 で 定

め る も の に 係 る 行 為 と し て 行 う 土 砂
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（ 完 了 等 の 届 出 ）  

第 １ ８ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可

に 係 る 土 砂 等 の た い 積 を 完 了 し た と き

は 、 完 了 し た 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 以

内 に 、 そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。 当 該 許 可 に 係 る 土 砂 等 の た

い 積 を 廃 止 し た と き も 、 同 様 と す る 。  

（ 措 置 命 令 ）  

第 １ ９ 条  市 長 は 、 許 可 を 受 け た 者 が 当

該 許 可 （ 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け

た 者 に あ っ て は 、 そ の 許 可 ） を 受 け た

た い 積 計 画 に 従 っ て 土 砂 等 の た い 積 を

行 っ て い な い と 認 め る と き は 、 当 該 許

可 を 受 け た 者 に 対 し 、 期 限 を 定 め て 、

そ の 改 善 に 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と

を 命 ず る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 第 ７ 条 第 １ 項 又 は 第 １ ０ 条

等 の 堆 積 で あ っ て 、 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 市 長 に 届 け 出 た も の  

⑶  公 益 性 が 高 い と 認 め ら れ る 事 業 の

実 施 に 係 る 行 為 の う ち 土 砂 等 の 堆 積

に よ る 土 壌 の 汚 染 の お そ れ が な い も

の と し て 規 則 で 定 め る も の に 係 る 土

砂 等 の 堆 積  

⑷  災 害 復 旧 の た め に 必 要 な 応 急 措 置

と し て 行 う 土 砂 等 の 堆 積  

⑸  法 令 若 し く は 条 例 又 は こ れ ら に 基

づ く 処 分 に よ る 義 務 の 履 行 に 伴 う 土

砂 等 の 堆 積  

⑹  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 土 砂

等 の 堆 積 に よ る 土 壌 の 汚 染 の お そ れ

が な い も の と し て 規 則 で 定 め る 土 砂

等 の 堆 積  

（ 関 係 書 類 の 閲 覧 ）  

第 ８ 条  土 砂 等 の 堆 積 を 行 う 者 は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 土 砂 等 の

堆 積 を 行 っ て い る 間 、 前 条 本 文 の 規 定

に よ り 市 長 に 届 け 出 た 書 類 の 写 し を 、

土 砂 等 の 堆 積 に 関 し 生 活 環 境 の 保 全 上

利 害 関 係 を 有 す る 者 の 求 め に 応 じ 、 閲

覧 さ せ な け れ ば な ら な い 。  
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第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て 土 砂 等 の た い

積 を 行 っ た 者 （ 当 該 土 砂 等 の た い 積 を

行 っ た 者 に 対 し 、 当 該 違 反 行 為 を す る

こ と を 要 求 し 、依 頼 し 、若 し く は 唆 し 、

又 は 当 該 土 砂 等 の た い 積 を 行 っ た 者 が

当 該 違 反 行 為 を す る こ と を 助 け た 者 が

あ る と き は 、 そ の 者 を 含 む 。） に 対 し 、

土 砂 等 の た い 積 の 中 止 を 命 じ 、 又 は 期

限 を 定 め て 、 土 砂 等 の 除 却 そ の 他 必 要

な 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ と が

で き る 。  

（ 土 地 所 有 者 等 に 対 す る 勧 告 ）  

第 ２ ０ 条  市 長 は 、 土 砂 等 の た い 積 が 行

わ れ た 土 地 に お い て 、 土 砂 等 の 流 出 、

崩 壊 そ の 他 の 災 害 に よ り 、 人 の 生 命 、

身 体 又 は 財 産 を 著 し く 害 す る 事 態 が 生

ず る お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 そ

の 土 地 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有 者 に

対 し 、 土 砂 等 の 流 出 、 崩 壊 そ の 他 の 災

害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を と る

べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受

け た 者 が 当 該 勧 告 に 従 わ な か っ た と き

は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

（ 報 告 の 徴 収 ）  

第 ２ １ 条  市 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必

要 な 限 度 に お い て 、 土 砂 等 の た い 積 を

行 う 者 に 対 し 、 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を

求 め る こ と が で き る 。  

（ 立 入 検 査 ）  

第 ２ ２ 条  市 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必

要 な 限 度 に お い て 、 そ の 職 員 に 、 土 砂

等 の た い 積 を 行 う 者 の 事 務 所 若 し く は

事 業 所 又 は た い 積 区 域 に 立 ち 入 り 、 工

事 そ の 他 の 行 為 の 状 況 若 し く は 施 設 、

帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、

検 査 の た め に 必 要 最 小 限 度 の 分 量 に 限

り、た い積の 場所 の土 砂等を 収去さ せ 、

又は関 係者に 質問 させ ること ができ る 。 

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 委 任 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 報 告 の 徴 収 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要

な 限 度 に お い て 、 土 砂 等 の 堆 積 を 行 う

者 に 対 し 、 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め

る こ と が で き る 。  

（ 立 入 検 査 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必

要 な 限 度 に お い て 、 そ の 職 員 に 、 土 砂

等 の 堆 積 を 行 う 者 の 事 務 所 若 し く は 事

業 所 又 は 堆 積 区 域 に 立 ち 入 り 、 工 事 そ

の 他 の 行 為 の 状 況 若 し く は 施 設 、帳 簿 、

書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 検 査 の

た め に 必 要 最 小 限 度 の 分 量 に 限 り 、 堆

積 の 場 所 の 土 砂 等 を 収 去 さ せ 、 又 は 関

係 者 に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 委 任 ）  
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第 ２ ３ 条  （ 略 ）

（ 罰 則 ）  

第 ２ ４ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 者 は 、 ２ 年 以 下 の 懲 役 又 は １ ０ ０ 万

円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

⑴ 第 ７ 条 第 １ 項 又 は 第 １ ０ 条 第 １ 項

の 規 定 に 違 反 し て 土 砂 等 の た い 積 を

行 っ た 者

⑵ 第 １ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令

に 違 反 し た 者

第 ２ ５ 条  第 ６ 条 第 ２ 項 又 は 第 １ ９ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者

は 、 １ 年 以 下 の 拘 禁 刑 又 は １ ０ ０ 万 円

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

第 ２ ６ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 者 は 、５ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

⑴ 第 １ ３ 条 の 規 定 に 違 反 し て 標 識 を

掲 示 し な か っ た 者

⑵ 第 １ ６ 条 第 １ 項 又 は 第 １ ７ 条 の 規

定 に 違 反 し て 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽

の 届 出 を し た 者  

⑶ 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 報 告 若 し く

は 資 料 の 提 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報

告 若 し く は 資 料 の 提 出 を し た 者  

⑷ 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 検 査

若 し く は 収 去 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く

は 忌 避 し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ る 質

問 に 対 し て 答 弁 を せ ず 、 若 し く は 虚

偽 の 答 弁 を し た 者  

第 ２ ７ 条  第 １ １ 条 、 第 １ ５ 条 又 は 第

１ ８ 条 の 規 定 に 違 反 し て 届 出 を せ ず 、

又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者 は 、 ３ ０ 万 円

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

（ 両 罰 規 定 ）  

第 ２ ８ 条  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く

は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者

が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 又 は 財 産 に

関 し て 第 ２ ４ 条 か ら 前 条 ま で の 違 反 行

為 を し た と き は 、行 為 者 を 罰 す る ほ か 、

そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰 金

第 １ １ 条 （ 略 ）

 （ 罰 則 ）  

第 １ ２ 条  第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命

令 に 違 反 し た 者 は 、 １ 年 以 下 の 拘 禁 刑

又 は １ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

第 １ ３ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 者 は 、５ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

⑴ 第 ７ 条 の 規 定 に 違 反 し て 届 出 を せ

ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者

⑵ 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 報 告 若 し く は

資 料 の 提 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告

若 し く は 資 料 の 提 出 を し た 者  

⑶ 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 検 査

若 し く は 収 去 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く

は 忌 避 し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ る 質

問 に 対 し て 答 弁 を せ ず 、 若 し く は 虚

偽 の 答 弁 を し た 者  

（ 両 罰 規 定 ）  

第 １ ４ 条  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く

は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者

が 、そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 又 は 財 産 に 関

し て 前 ２ 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、行

為 者 を 罰 す る ほ か 、そ の 法 人 又 は 人 に 対

し て 各 本 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。  
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刑 を 科 す る 。  

附  則  

１  （ 略 ）  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 熊

谷 市 土 砂 等 に よ る 土 地 の 埋 立 て 等 の 規

制 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い

う 。）第 ６ 条 又 は 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 許

可 を 受 け て 土 砂 等 の た い 積 を 行 っ て い

る 者 は 、 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し

て ３ 月 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ り 当 該

土 砂 等 の た い 積 を 行 う こ と が で き る 。

そ の 者 が そ の 期 間 内 に 当 該 た い 積 区 域

に つ い て 同 項 の 許 可 の 申 請 を し た 場 合

に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る 許 可 又 は 不

許 可 の 処 分 が あ る ま で の 間 も 、 同 様 と

す る 。  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に な さ れ て い

る 旧 条 例 第 １ ４ 条 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ る 命 令 に つ い て は 、 旧 条 例

の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お

そ の 効 力 を 有 す る 。 前 項 に 規 定 す る 期

間 の 経 過 の 際 現 に 同 項 の 規 定 に 基 づ き

な お 従 前 の 例 に よ り 行 わ れ て い る 土 砂

等 の た い 積 に つ い て 当 該 期 間 内 に 旧 条

例 第 １ ４ 条 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り な さ れ た 命 令 に つ い て も 、 同 様

と す る 。  

 

４  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 並 び に

附 則 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き な お 従 前 の

例 に よ り 行 わ れ て い る 土 砂 等 の た い 積

に 係 る こ の 条 例 の 施 行 後 に し た 行 為 及

び 前 項 後 段 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力

を 有 す る こ と と さ れ る 場 合 に お け る こ

の 条 例 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 す る 罰

則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  則  

１  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す

る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  
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議案第４９号の参考資料  

熊谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関  

する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表  

熊谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関  

する基準を定める条例（平成２６年条例第２９号）  

（下線部分は改正部分）  

改 正 案 現 行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 重 要 事 項 の 掲 示 等 ）  

第 ２ ４ 条  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 は 、 当 該

特 定 教 育・保 育 施 設 の 見 や す い 場 所 に 、

運 営 規 程 の 概 要 、 職 員 の 勤 務 の 体 制 、

利 用 者 負 担 そ の 他 の 利 用 申 込 者 の 特 定

教 育 ・ 保 育 施 設 の 選 択 に 資 す る と 認 め

ら れ る 重 要 事 項 を 掲 示 す る と と も に 、

電 気 通 信 回 線 に 接 続 し て 行 う 自 動 公 衆

送 信 （ 公 衆 に よ っ て 直 接 受 信 さ れ る こ

と を 目 的 と し て 公 衆 か ら の 求 め に 応 じ

自 動 的 に 送 信 を 行 う こ と を い い 、 放 送

又 は 有 線 放 送 に 該 当 す る も の を 除 く 。）

に よ り 公 衆 の 閲 覧 に 供 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 利 用 定 員 ）  

第 ４ ０ 条  特 定 地 域 型 保 育 事 業 （ 事 業 所

内 保 育 事 業 を 除 く 。）の 利 用 定 員（ 法 第

２ ９ 条 第 １ 項 の 確 認 に お い て 定 め る も

の に 限 る 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。）

の 数 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 に あ っ て は １

人 以 上 ５ 人 以 下 と 、 小 規 模 保 育 事 業 Ａ

型 （ 熊 谷 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及

び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平

成 ２ ６ 年 条 例 第 ３ ０ 号 ） 第 ２ ８ 条 に 規

定 す る 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 を い う 。 第

４ ５ 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。）及 び 小 規

模 保 育 事 業 Ｂ 型 （ 同 条 例 第 ３ １ 条 第 １

項 に 規 定 す る 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 を い

う 。第 ４ ５ 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。）に

あ っ て は ６ 人 以 上 １ ９ 人 以 下 と 、 小 規

模 保 育 事 業 Ｃ 型 （ 同 条 例 第 ３ ３ 条 に 規

定 す る 小 規 模 保 育 事 業 Ｃ 型 を い う 。 附

則 第 ３ 条 に お い て 同 じ 。）に あ っ て は ６

人 以 上 １ ０ 人 以 下 と 、 居 宅 訪 問 型 保 育

事 業 に あ っ て は １ 人 と す る 。  

（ 重 要 事 項 の 掲 示 ）  

第 ２ ４ 条  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 は 、 当 該

特 定 教 育・保 育 施 設 の 見 や す い 場 所 に 、

運 営 規 程 の 概 要 、 職 員 の 勤 務 の 体 制 、

利 用 者 負 担 そ の 他 の 利 用 申 込 者 の 特 定

教 育 ・ 保 育 施 設 の 選 択 に 資 す る と 認 め

ら れ る 重 要 事 項 を 掲 示 し な け れ ば な ら

な い 。  

 

 

 

 

 

 

（ 利 用 定 員 ）  

第 ４ ０ 条  特 定 地 域 型 保 育 事 業 （ 事 業 所

内 保 育 事 業 を 除 く 。）の 利 用 定 員（ 法 第

２ ９ 条 第 １ 項 の 確 認 に お い て 定 め る も

の に 限 る 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。）

の 数 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 に あ っ て は １

人 以 上 ５ 人 以 下 と 、 小 規 模 保 育 事 業 Ａ

型 （ 熊 谷 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及

び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平

成 ２ ６ 年 条 例 第 ３ ０ 号 ） 第 ２ ８ 条 に 規

定 す る 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 を い う 。 第

４ ５ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に お い て 同 じ 。）及

び 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 （ 同 条 例 第 ３ １

条 第 １ 項 に 規 定 す る 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ

型 を い う 。同 号 に お い て 同 じ 。）に あ っ

て は ６ 人 以 上 １ ９ 人 以 下 と 、 小 規 模 保

育 事 業 Ｃ 型 （ 同 条 例 第 ３ ３ 条 に 規 定 す

る 小 規 模 保 育 事 業 Ｃ 型 を い う 。 附 則 第

３ 条 に お い て 同 じ 。）に あ っ て は ６ 人 以

上 １ ０ 人 以 下 と 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業

に あ っ て は １ 人 と す る 。  
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２  （ 略 ）  

（ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 と の 連 携 ）  

第 ４ ５ 条  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 居 宅

訪 問 型 保 育 事 業 を 行 う 者 を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。）は 、特 定 地 域 型

保 育 が 適 正 か つ 確 実 に 実 施 さ れ 、 及 び

必 要 な 教 育 ・ 保 育 が 継 続 的 に 提 供 さ れ

る よ う 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 連 携 協

力 を 行 う 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 又 は 保

育 所（ 以 下「 連 携 施 設 」と い う 。）を 適

切 に 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 受 け て い

る 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 集 団

保 育 を 体 験 さ せ る た め の 機 会 の 設

定 、 特 定 地 域 型 保 育 の 適 切 な 提 供 に

必 要 な 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に 対 す

る 相 談 、 助 言 そ の 他 の 保 育 の 内 容 に

関 す る 支 援 （ 次 項 に お い て 「 保 育 内

容 支 援 」 と い う 。） を 実 施 す る こ と 。 

⑵  （ 略 ）  

⑶  当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ り

特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 受 け て い た

満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も （ 事 業 所

内 保 育 事 業 を 利 用 す る 満 ３ 歳 未 満 保

育 認 定 子 ど も に あ っ て は 、 第 ４ ０ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る そ の 他 の 小 学 校 就

学 前 子 ど も に 限 る 。 以 下 こ の 号 及 び

第 ６ 項 第 １ 号 に お い て 同 じ 。）を 、当

該 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 終 了 に 際

し て 、 当 該 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど

も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

の 希 望 に 基 づ き 、 引 き 続 き 当 該 連 携

施 設 に お い て 受 け 入 れ て 教 育 ・ 保 育

を 提 供 す る こ と 。  

２  市 長 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ

る 保 育 内 容 支 援 の 実 施 に 係 る 連 携 施 設

の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場

合 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を

満 た す と 認 め る と き は 、 前 項 第 １ 号 の

規 定 を 適 用 し な い こ と と す る こ と が で

き る 。  

２  （ 略 ）  

（ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 と の 連 携 ）  

第 ４ ５ 条  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 居 宅

訪 問 型 保 育 事 業 を 行 う 者 を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。）は 、特 定 地 域 型

保 育 が 適 正 か つ 確 実 に 実 施 さ れ 、 及 び

必 要 な 教 育 ・ 保 育 が 継 続 的 に 提 供 さ れ

る よ う 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 連 携 協

力 を 行 う 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 又 は 保

育 所（ 以 下「 連 携 施 設 」と い う 。）を 適

切 に 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 受 け て い

る 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 集 団

保 育 を 体 験 さ せ る た め の 機 会 の 設

定 、 特 定 地 域 型 保 育 の 適 切 な 提 供 に

必 要 な 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に 対 す

る 相 談 、 助 言 そ の 他 の 保 育 の 内 容 に

関 す る 支 援 を 行 う こ と 。  

 

⑵  （ 略 ）  

⑶  当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ り

特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 受 け て い た

満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も （ 事 業 所

内 保 育 事 業 を 利 用 す る 満 ３ 歳 未 満 保

育 認 定 子 ど も に あ っ て は 、 第 ４ ０ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る そ の 他 の 小 学 校 就

学 前 子 ど も に 限 る 。 以 下 こ の 号 及 び

第 ４ 項 第 １ 号 に お い て 同 じ 。）を 、当

該 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 終 了 に 際

し て 、 当 該 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど

も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

の 希 望 に 基 づ き 、 引 き 続 き 当 該 連 携

施 設 に お い て 受 け 入 れ て 教 育 ・ 保 育

を 提 供 す る こ と 。  
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 ２  市 長 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ

る 代 替 保 育 の 提 供 に 係 る 連 携 施 設 の 確

保 が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 で

あ っ て 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た

す と 認 め る と き は 、 前 項 第 ２ 号 の 規 定

を 適 用 し な い こ と が で き る 。  

⑴ 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 と 前 項 第 ２

号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行

う 者 と の 間 で そ れ ぞ れ の 役 割 の 分 担

及 び 責 任 の 所 在 が 明 確 化 さ れ て い る

こ と 。  

⑵ 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 連

携 協 力 を 行 う 者 の 本 来 の 業 務 の 遂 行

に 支 障 が 生 じ な い よ う に す る た め の

措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

⑴ 特定地域型保育事業者が保育内容支

援連携協力者を適切に確保すること。

⑵ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と 。

ア 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 と 保 育 内

容 支 援 連 携 協 力 者 と の 間 で そ れ ぞ

れ の 役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が

明 確 化 さ れ て い る こ と 。  

イ 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 の 本 来

の 業 務 の 遂 行 に 支 障 が 生 じ な い よ

う に す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て

い る こ と 。  

３  前 項 各 号 の 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者

と は 、 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 若 し く は 小

規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 又 は 事 業 所 内 保 育 事

業 を 行 う 者 （ 第 ５ 項 に お い て 「 小 規 模

保育事業Ａ型事業者等」という。）であっ

て 、 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る

連 携 協 力 を 行 う も の を い う 。  

４  市 長 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ

る 代 替 保 育 の 提 供 に 係 る 連 携 施 設 の 確

保 が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 で

あ っ て 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か を

満 た す と き は 、 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 を

適 用 し な い こ と が で き る 。  

⑴ 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 代 替 保 育

連 携 協 力 者 を 適 切 に 確 保 し た 場 合 に

は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と 市 長

が 認 め る こ と 。  

ア 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 と 代 替 保

育 連 携 協 力 者 と の 間 で そ れ ぞ れ の

役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明 確

化 さ れ て い る こ と 。  

イ 代 替 保 育 連 携 協 力 者 が 本 来 の 業

務 の 遂 行 に 支 障 が 生 じ な い よ う に

す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る

こ と 。  

⑵ 市 長 が 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ

る 代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 確 保 の 促 進

の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ て も な お

当 該 代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 確 保 が 著

し く 困 難 で あ る こ と 。  
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３  前 項 の 場 合 に お い て 、 特 定 地 域 型 保

育 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る 者 を 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に 係

る 連 携 協 力 を 行 う 者 と し て 適 切 に 確 保

し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 特 定

地 域 型 保 育 事 業 を 行 う 場 所 又 は 事 業

所 （ 次 号 に お い て 「 事 業 実 施 場 所 」

と い う 。）以 外 の 場 所 又 は 事 業 所 に お

い て 代 替 保 育 が 提 供 さ れ る 場 合  小

規 模 保 育 事 業 Ａ 型 若 し く は 小 規 模 保

育 事 業 Ｂ 型 又 は 事 業 所 内 保 育 事 業 を

行 う 者 （ 同 号 に お い て 「 小 規 模 保 育

事 業 Ａ 型 事 業 者 等 」 と い う 。）  

⑵  （ 略 ）  

４ ～ ９  （ 略 ）  

（ 電 磁 的 記 録 等 ）  

第 ５ ７ 条  （ 略 ）  

２  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 は 、 こ の 条 例

の 規 定 に よ る 書 面 等 の 交 付 又 は 提 出 に

つ い て は 、 当 該 書 面 等 が 電 磁 的 記 録 に

よ り 作 成 さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 書

面 等 の 交 付 又 は 提 出 に 代 え て 、 第 ４ 項

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 教 育 ・ 保 育 給

付 認 定 保 護 者 の 承 諾 を 得 て 、 当 該 書 面

等 に 記 載 す べ き 事 項 （ 以 下 こ の 条 に お

い て「 記 載 事 項 」と い う 。）を 電 子 情 報

処 理 組 織 （ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と

を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処

理 組 織 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。）を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信

の 技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 、 次 に

掲 げ る も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 電

磁 的 方 法 」と い う 。）に よ り 提 供 す る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 は 、 当 該 書 面 等

を 交 付 し 、又 は 提 出 し た も の と み な す 。 

⑴  （ 略 ）  

５  前 項 各 号 の 代 替 保 育 連 携 協 力 者 と

は 、 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る

連 携 協 力 を 行 う 者 で あ っ て 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る も の を い う 。  

 

⑴  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 特 定 地 域

型 保 育 事 業 を 行 う 場 所 又 は 事 業 所

（ 次 号 に お い て 「 事 業 実 施 場 所 」 と

い う 。）以 外 の 場 所 又 は 事 業 所 に お い

て 代 替 保 育 が 提 供 さ れ る 場 合  小 規

模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業 者 等  

 

 

 

⑵  （ 略 ）  

６ ～ １ １  （ 略 ）  

（ 電 磁 的 記 録 等 ）  

第 ５ ７ 条  （ 略 ）  

２  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 は 、 こ の 条 例

の 規 定 に よ る 書 面 等 の 交 付 又 は 提 出 に

つ い て は 、 当 該 書 面 等 が 電 磁 的 記 録 に

よ り 作 成 さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 書

面 等 の 交 付 又 は 提 出 に 代 え て 、 第 ４ 項

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 教 育 ・ 保 育 給

付 認 定 保 護 者 の 承 諾 を 得 て 、 当 該 書 面

等 に 記 載 す べ き 事 項 （ 以 下 こ の 条 に お

い て「 記 載 事 項 」と い う 。）を 電 子 情 報

処 理 組 織 （ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と

を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処

理 組 織 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。）を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信

の 技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 、 次 に

掲 げ る も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 電

磁 的 方 法 」と い う 。）に よ り 提 供 す る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 は 、 当 該 書 面 等

を 交 付 し 、又 は 提 出 し た も の と み な す 。 

⑴  （ 略 ）  
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⑵ 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ

ム そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 方 法 に よ り

一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ

と が で き る 物 を も っ て 調 製 す る フ ァ

イ ル に 記 載 事 項 を 記 録 し た も の を 交

付 す る 方 法

３ ～ ６  （ 略 ）

附  則

（ 連 携 施 設 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 特 例 保

育 所 型 事 業 所 内 保 育 事 業 者 を 除 く 。）

は、連 携 施設 の確 保が 著し く困 難で あっ

て 、 法 第 ５ ９ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 事 業

に よ る 支 援 そ の 他 の 必 要 か つ 適 切 な 支

援 を 行 う こ と が で き る と 市 が 認 め る 場

合 は 、 第 ４ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し

て １ ０ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 、 連 携

施 設 を 確 保 し な い こ と が で き る 。  

⑵ 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 に 係

る 記 録 媒 体 を い う 。）を も っ て 調 製 す

る フ ァ イ ル に 記 載 事 項 を 記 録 し た も

の を 交 付 す る 方 法  

３ ～ ６  （ 略 ）

附  則

（ 連 携 施 設 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 特 例 保

育 所 型 事 業 所 内 保 育 事 業 者 を 除 く 。）

は、連 携 施設 の確 保が 著し く困 難で あっ

て 、 法 第 ５ ９ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 事 業

に よ る 支 援 そ の 他 の 必 要 か つ 適 切 な 支

援 を 行 う こ と が で き る と 市 が 認 め る 場

合 は 、 第 ４ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し

て １ ５ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 、 連 携

施 設 を 確 保 し な い こ と が で き る 。  
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熊谷 市家 庭的 保 育事 業等 の設 備 及び 運営 に関 す る基 準を 定め
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（ 保 育 所 等 と の 連 携 ）  

第 ６ 条  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 居 宅 訪 問

型 保 育 事 業 を 行 う も の （ 以 下 「 居 宅 訪

問 型 保 育 事 業 者 」と い う 。）を 除 く 。以

下 こ の 条 、 次 条 第 １ 項 、 第 １ ４ 条 第 １

項 及 び 第 ２ 項 、 第 １ ５ 条 第 １ 項 、 第 ２

項 及 び 第 ５ 項 、 第 １ ６ 条 並 び に 第 １ ７

条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で に お い て 同

じ 。）は 、利 用 乳 幼 児 に 対 す る 保 育 が 適

正 か つ 確 実 に 行 わ れ 、 及 び 家 庭 的 保 育

事 業 者 等 に よ る 保 育 の 提 供 の 終 了 後 も

満 ３ 歳 以 上 の 児 童 に 対 し て 必 要 な 教 育

（教 育基 本法（平 成１ ８年 法律 第１ ２０

号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 法 律 に 定

め る 学 校 に お い て 行 わ れ る 教 育 を い

う 。第 ３ 号 に お い て 同 じ 。）又 は 保 育 が

継 続 的 に 提 供 さ れ る よ う 、 次 に 掲 げ る

事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う 保 育 所 、 幼

稚 園 又 は 認 定 こ ど も 園 （ 以 下 「 連 携 施

設 」と い う 。）を 適 切 に 確 保 し な け れ ば

な ら な い 。  

⑴  利 用 乳 幼 児 に 集 団 保 育 を 体 験 さ せ

る た め の 機 会 の 設 定 、 保 育 の 適 切 な

提 供 に 必 要 な 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に

対 す る 相 談 、 助 言 そ の 他 の 保 育 の 内

容 に 関 す る 支 援（ 次 項 に お い て「 保 育

内 容 支 援 」と い う 。）を 実 施 す る こ と 。 

⑵  （ 略 ）  

⑶  当 該 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ り 保

育 の 提 供 を 受 け て い た 利 用 乳 幼 児

（ 事 業 所 内 保 育 事 業 の 利 用 乳 幼 児 に

あ っ て は 、 第 ４ ２ 条 に 規 定 す る そ の

他 の 乳 児 又 は 幼 児 に 限 る 。 以 下 こ の

号 及 び 第 ６ 項 第 １ 号 に お い て 同 じ 。）

を 、当 該 保 育 の 提 供 の 終 了 に 際 し て 、

（ 保 育 所 等 と の 連 携 ）  

第 ６ 条  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 居 宅 訪 問

型 保 育 事 業 を 行 う も の （ 以 下 「 居 宅 訪

問 型 保 育 事 業 者 」と い う 。）を 除 く 。以

下 こ の 条 、 次 条 第 １ 項 、 第 １ ４ 条 第 １

項 及 び 第 ２ 項 、 第 １ ５ 条 第 １ 項 、 第 ２

項 及 び 第 ５ 項 、 第 １ ６ 条 並 び に 第 １ ７

条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で に お い て 同

じ 。）は 、利 用 乳 幼 児 に 対 す る 保 育 が 適

正 か つ 確 実 に 行 わ れ 、 及 び 家 庭 的 保 育

事 業 者 等 に よ る 保 育 の 提 供 の 終 了 後 も

満 ３ 歳 以 上 の 児 童 に 対 し て 必 要 な 教 育

（教 育基 本法（平 成１ ８年 法律 第１ ２０

号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 法 律 に 定

め る 学 校 に お い て 行 わ れ る 教 育 を い

う 。第 ３ 号 に お い て 同 じ 。）又 は 保 育 が

継 続 的 に 提 供 さ れ る よ う 、 次 に 掲 げ る

事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う 保 育 所 、 幼

稚 園 又 は 認 定 こ ど も 園 （ 以 下 「 連 携 施

設 」と い う 。）を 適 切 に 確 保 し な け れ ば

な ら な い 。  

⑴  利 用 乳 幼 児 に 集 団 保 育 を 体 験 さ せ

る た め の 機 会 の 設 定 、 保 育 の 適 切 な

提 供 に 必 要 な 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に

対 す る 相 談 、 助 言 そ の 他 の 保 育 の 内

容 に 関 す る 支 援 を 行 う こ と 。  

 

⑵  （ 略 ）  

⑶  当 該 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ り 保

育 の 提 供 を 受 け て い た 利 用 乳 幼 児

（ 事 業 所 内 保 育 事 業 の 利 用 乳 幼 児 に

あ っ て は 、 第 ４ ２ 条 に 規 定 す る そ の

他 の 乳 児 又 は 幼 児 に 限 る 。 以 下 こ の

号 に お い て 同 じ 。）を 、当 該 保 育 の 提

供 の 終 了 に 際 し て 、 当 該 利 用 乳 幼 児
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当 該 利 用 乳 幼 児 に 係 る 保 護 者 の 希 望

に 基 づ き 、 引 き 続 き 当 該 連 携 施 設 に

お い て 受 け 入 れ て 教 育 又 は 保 育 を 提

供 す る こ と 。  

２  市 長 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ る

保 育 内 容 支 援 の 実 施 に 係 る 連 携 施 設 の

確 保 が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場 合

で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満

た す と 認 め る と き は 、 前 項 第 １ 号 の 規

定 を 適 用 し な い こ と と す る こ と が で き

る 。  

⑴  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 が 保 育 内 容 支

援 連 携 協 力 者 を 適 切 に 確 保 す る こ

と 。  

⑵  次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と 。  

ア  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 と 保 育 内 容

支 援 連 携 協 力 者 と の 間 で そ れ ぞ れ

の 役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明

確 化 さ れ て い る こ と 。  

イ  保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 の 本 来

の 業 務 の 遂 行 に 支 障 が 生 じ な い よ

う に す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て

い る こ と 。  

３  前 項 各 号 の 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者

と は 、 第 ２ ７ 条 に 規 定 す る 小 規 模 保 育

事 業 Ａ 型 若 し く は 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型

又 は 事 業 所 内 保 育 事 業 を 行 う 者 （ 第 ５

項 に お い て 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業

者 等 」と い う 。）で あ っ て 、第 １ 項 第 １

号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う

も の を い う 。  

４  市 長 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ る

代替保育の提供に係る連携施設の確保が

著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 で あ っ

て 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か を 満 た

す と き は 、 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 を 適 用

し な い こ と が で き る 。  

⑴  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 が 代 替 保 育 連

携 協 力 者 を 適 切 に 確 保 し た 場 合 に

は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と 市 長

が 認 め る こ と 。  

に 係 る 保 護 者 の 希 望 に 基 づ き 、 引 き

続 き 当 該 連 携 施 設 に お い て 受 け 入 れ

て 教 育 又 は 保 育 を 提 供 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  市 長 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ る

代替保育の提供に係る連携施設の確保が

著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 で あ っ

て 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す と

認 め る と き は 、 前 項 第 ２ 号 の 規 定 を 適

用 し な い こ と が で き る 。  

⑴  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 と 次 項 の 連 携

協 力 を 行 う 者 と の 間 で そ れ ぞ れ の 役

割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明 確 化 さ

れ て い る こ と 。  
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⑵  次項の連携協力を行う者の本来の業

務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 家 庭 的 保 育 事

業 者 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区

分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

者 を 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る

連 携 協 力 を 行 う 者 と し て 適 切 に 確 保 し

な け れ ば な ら な い 。  

⑴  当 該 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 が 家 庭 的

保 育 事 業 等 を 行 う 場 所 又 は 事 業 所

（ 次 号 に お い て 「 事 業 実 施 場 所 」 と

い う 。）以 外 の 場 所 又 は 事 業 所 に お い

て 代 替 保 育 が 提 供 さ れ る 場 合  第

２ ７ 条 に 規 定 す る 小 規 模 保 育 事 業 Ａ

型 若 し く は 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 又 は

事 業 所 内 保 育 事 業 を 行 う 者 （ 次 号 に

お い て 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業 者

等 」 と い う 。）  

⑵  （ 略 ）  

４ ・ ５  （ 略 ）  

附  則  

１ ～ ３  （ 略 ）  

（ 連 携 施 設 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 特 例 保 育 所 型

事 業 所 内 保 育 事 業 者 を 除 く 。）は 、連 携

施 設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ っ て 、 子

ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 ５ ９ 条 第 ４ 号 に

規 定 す る 事 業 に よ る 支 援 そ の 他 の 必 要

か つ 適 切 な 支 援 を 行 う こ と が で き る と

市 が 認 め る 場 合 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に か

ア  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 と 代 替 保 育

連 携 協 力 者 と の 間 で そ れ ぞ れ の 役

割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明 確 化

さ れ て い る こ と 。  

イ  代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 本 来 の 業

務 の 遂 行 に 支 障 が 生 じ な い よ う に

す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る

こ と 。  

⑵  市 長 が 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ る

代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 確 保 の 促 進 の

た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ て も な お 当

該 代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 確 保 が 著 し

く 困 難 で あ る こ と 。  

５  前 項 各 号 の 代 替 保 育 連 携 協 力 者 と

は 、 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る

連 携 協 力 を 行 う 者 で あ っ て 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る も の を い う 。  

 

⑴  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 が 家 庭 的 保 育

事 業 等 を 行 う 場 所 又 は 事 業 所 （ 次 号

に お い て 「 事 業 実 施 場 所 」 と い う 。）

以 外 の 場 所 又 は 事 業 所 に お い て 代 替

保 育 が 提 供 さ れ る 場 合  小 規 模 保 育

事 業 Ａ 型 事 業 者 等  

 

 

 

 

⑵  （ 略 ）  

６ ・ ７  （ 略 ）  

附  則  

１ ～ ３  （ 略 ）  

（ 連 携 施 設 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 特 例 保 育 所 型

事 業 所 内 保 育 事 業 者 を 除 く 。）は 、連 携

施 設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ っ て 、 子

ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 ５ ９ 条 第 ４ 号 に

規 定 す る 事 業 に よ る 支 援 そ の 他 の 必 要

か つ 適 切 な 支 援 を 行 う こ と が で き る と

市 が 認 め る 場 合 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に か
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改 正 案 現 行 

か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 起 算 し て １ ０ 年

を 経 過 す る 日 ま で の 間 、 連 携 施 設 の 確

保 を し な い こ と が で き る 。  

か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 起 算 し て １ ５ 年

を 経 過 す る 日 ま で の 間 、 連 携 施 設 の 確

保 を し な い こ と が で き る 。  
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議案第５１号の参考資料  

熊谷市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する

条例案新旧対照表  

熊谷市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第

３５号）  

（下線部分は改正部分）  

改 正 案 現 行 

  

 

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 の 特 例 ）  

第 ４ 条  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が

著しく 大量で ある ため 、開 示請求 があ っ

た 日 か ら 起 算 し て ４ ５ 日 以 内 に そ の 全

て に つ い て 開 示 決 定 等 を す る こ と に よ

り 事 務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お

そ れ が あ る 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 市 の 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係

る 保 有 個 人 情 報 の う ち の 相 当 の 部 分 に

つ き 当 該 期 間 内 に 開 示 決 定 等 を し 、 残

り の 保 有 個 人 情 報 に つ い て は 相 当 の 期

間 内 に 開 示 決 定 等 を す れ ば 足 り る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 市 の 機 関 は 、 同 条 第

１ 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 開 示 請 求 者

に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 書 面 に よ り

通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 の 特 例 ）  

第 ４ 条  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が

著しく 大量で ある ため 、開 示請求 があ っ

た 日 か ら ４ ５ 日 以 内 に そ の 全 て に つ い

て 開 示 決 定 等 を す る こ と に よ り 事 務 の

遂 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ

る 場 合 に は 、前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

市 の 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人

情 報 の う ち の 相 当 の 部 分 に つ き 当 該 期

間 内 に 開 示 決 定 等 を し 、 残 り の 保 有 個

人 情 報 に つ い て は 相 当 の 期 間 内 に 開 示

決 定 等 を す れ ば 足 り る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 市 の 機 関 は 、 同 条 第 １ 項 に 規 定

す る 期 間 内 に 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け

れ ば な ら な い 。  

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  
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円 円 円

円 円 円

4

3

2

円 円 円田部井建設㈱ 552,400,000 55,240,000 607,640,000

10

落　 札　 業　 者
落　　　　札　　　　金　　　　額

入 札 金 額 消費税等の額 合　　　　計

8

9

5 大和建設㈱ 523,000,000 失格

7

4 ㈱時田工務店 567,800,000

2 松坂屋建材㈱ 600,000,000

6 川上工業㈱ ― 無効

3 ㈱ケージーエム 580,200,000

1 田部井建設㈱
円

1 落札552,400,000

番
　
号

業　　　　　者　　　　　名
入　　札　　額 結

　
果金　　　額

順
位

うち消費税等の額 入 札 書 比 較 価 格 最低制限価格の100/110

58,320,000 583,200,000 536,544,000

入 札 年 月 日 令和７年３月２５日

入 札 対 象 額 予 定 価 格 最 低 制 限 価 格

641,520,000 641,520,000 590,198,400

議案第５３号の参考資料

業　者　名　及　び　入　札　結　果

工 事 名 熊谷市立熊谷東小学校教室棟改修建築工事

工 事 場 所 熊谷市末広三丁目４番１号
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１ 工 事 名  熊谷市立熊谷東小学校教室棟改修建築工事 

２ 工事場所  熊谷市末広三丁目４番１号 

３ 工事概要 

⑴ 内装改修工事

⑵ 外壁改修工事

⑶ 塗装改修工事

⑷ その他

４ 建物概要 

構 造  鉄筋コンクリート造 地上３階建て 

面 積  延べ面積 ４，３５９㎡ 
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案　内　図

Ｎ

工事場所：熊谷市末広三丁目４番１号
　熊谷市立熊谷東小学校

県立熊谷女子高等学校

埼玉県

熊谷地方庁舎
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Ｎ

配置図　縮尺：1/1400

管理棟(第一校舎)

体育館

教室棟(第三校舎)

教室棟(第二校舎)

グラウンド

正門

道路

道
路

道
路

道路

工事対象建物：教室棟（第二校舎・第三校舎）
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１階平面図　縮尺：1/250

Ｎ
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２階平面図　縮尺：1/250

Ｎ
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３階平面図　縮尺：1/250

Ｎ
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屋上平面図　縮尺：1/250

Ｎ
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東小
8,500

ヘリサイン【新設】
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西（第三校舎）

東（第二校舎） 第三校舎
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立面図　縮尺：1/200
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立面図　縮尺：1/200

南（第三校舎）

南（第二校舎）

5
50

3,
70
0

3
,7

00
3
,7
0
0

4,
60

0
1
2,
2
50

1
6,
8
50

55
0

3
,7

00
3
,7

00
3,

70
0

12
,2

50

60
0

▽ ３ＦＬ

▽ ２ＦＬ

▽ １ＦＬ
▽ ＧＬ

△ ＲＦＬ

▽ ＰＨﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

▽ ＲＦﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

△ ＲＦＬ

▽ ３ＦＬ

▽ ２ＦＬ

▽ １ＦＬ
▽ ＧＬ

▽ ＲＦﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

60
0

ー51ー



ー52ー



立面図　縮尺：1/200

北（第二校舎）

北（第三校舎）
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断面図　縮尺：1/100

廊　下

廊　下

廊　下

普通教室

普通教室

普通教室

屋上：ウレタン塗膜防水(Ｘ－１)【新設】

手摺：ＤＰ塗り

煙突：鋼製天蓋【撤去】

ステンレスカバー【新設】

天井：化粧吸音石膏ボード厚9.5mm【新設】

天井：化粧石膏ボード厚9.5mm【新設】

床：ビニル床シート厚2.0mm【新設】

犬走り：防塵塗料塗布【新設】

ウレタン塗膜防水(Ｘ－２)【新設】
バルコニー：

床：既存フローリングサンダー掛けの上、ＵＣ塗り

ＧＬ ▽

3,
70

0
3,

70
0

3,
70
0

ＲＦＬ ▽

３ＦＬ ▽

２ＦＬ ▽

１ＦＬ ▽

パラペット天端 ▽　

6
00

55
0

天井：化粧吸音石膏ボード厚9.5mm【新設】

床：既存フローリングサンダー掛けの上、ＵＣ塗り

天井：化粧吸音石膏ボード厚9.5mm【新設】

床：既存フローリングサンダー掛けの上、ＵＣ塗り

スチールパーテーション【新設】

スチールパーテーション【新設】

スチールパーテーション【新設】

天井：化粧石膏ボード厚9.5mm【新設】

床：ビニル床シート厚2.0mm【新設】

天井：化粧石膏ボード厚9.5mm【新設】

床：ビニル床シート厚2.0mm【新設】

外壁：高圧水洗浄

防水型複層塗材Ｅ（透湿型）
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円 円 円

円 円 円

1

2

円 円 円㈱ケージーエム 431,000,000 43,100,000 474,100,000

10

落　 札　 業　 者
落　　　　札　　　　金　　　　額

入 札 金 額 消費税等の額 合　　　　計

8

9

5 大和建設㈱ 398,000,000 失格

7

4 ㈱時田工務店 432,000,000

2 松坂屋建材㈱ 397,700,000 失格

6 川上工業㈱ ― 無効

3 ㈱ケージーエム 431,000,000 落札

1 田部井建設㈱
円

無効―

番
　
号

業　　　　　者　　　　　名
入　　札　　額 結

　
果金　　　額

順
位

うち消費税等の額 入 札 書 比 較 価 格 最低制限価格の100/110

45,530,000 455,300,000 418,876,000

入 札 年 月 日 令和７年３月２５日

入 札 対 象 額 予 定 価 格 最 低 制 限 価 格

500,830,000 500,830,000 460,763,600

議案第５４号の参考資料

業　者　名　及　び　入　札　結　果

工 事 名 熊谷市立荒川中学校教室棟改修建築工事

工 事 場 所 熊谷市月見町二丁目１７４番地
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１ 工 事 名  熊谷市立荒川中学校教室棟改修建築工事 

２ 工事場所  熊谷市月見町二丁目１７４番地 

３ 工事概要 

⑴ 内装改修工事

⑵ 外壁改修工事

⑶ 塗装改修工事

⑷ その他

４ 建物概要 

構 造  鉄筋コンクリート造 地上４階建て 

面 積  延べ面積 ３，６７４㎡ 
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案　内　図

Ｎ

　　　　　熊谷市立荒川中学校
工事場所：熊谷市月見町二丁目１７４番地
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配置図　縮尺：1/1400
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平面図　縮尺：1/300 ２階
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平面図　縮尺：1/300

N

３階

3
,
3
0
0

5
,
0
0
0

7
,
4
0
0

2
,
40
0
4
,
5
0
0

3
,
0
0
0

廊  下

２階屋根
英語科学習室１ 備品倉庫

2-3

資料室
４

普通教室 普

女子便所 男子

ベランダ

階段Ａ

工事対象外範囲

4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
74,800
4,400

ー64ー



普通教室
2-1

少人数教室１

職員室２
学年

図書室
2-2
通教室

便所

階段Ｂ

4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

3
,
3
0
0

5
,
0
0
0

7
,
4
0
0

4
,
5
0
0

3
,
0
0
0

2,
40
0

ー65ー



4,4004,4004,4004,400
8,800

4,4004,400

平面図　縮尺：1/300

N

廊  下

1-3

資料室
５

普通教室少人数教室２３階屋根 普通教室
1-4

女子便所男子便所

ベランダ

４階

3
,
0
0
0

4
,
5
0
0

2
,
40
0

7
,
4
0
0

5
,
0
0
0

工事対象外範囲

4,400 4,

ー66ー



1-2 1-1
普通教室 普通教室

職員室３
学年

３階屋根

57,200
4,4004,4004,4004,4004,4004,4004,400400

英語科
学習室２ 7

,
4
0
0

5
,
0
0
0

2,
40
0

4
,
5
0
0
3
,
0
0
0

ー67ー



荒

平面図　縮尺：1/300

N

1
,
6
0
0

1
,
0
0
0

Ｒ階

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（常温複合工法）

高耐久・高反射性保護塗料【新設】

2
,
40

0
3
,
0
0
0

4
,
5
0
0

7
,
4
0
0

高架水槽
7
,
5
0
0

4,400

4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
1,100 57,200

1,100

ヘリサイン新設

4,400 4,

川

ー68ー



1,
10

0

1,200 8,800 1,200

1,100
4,4004,4004,4004,4004,4004,400400

中
3
,
0
0
0

4
,
5
0
0

7
,
4
0
0

2,
40

0

1,
10

0

1,
60

0

ー69ー



4,4004,4004,4004,4004,4004,4004,4004,4004,400 4,400

南

西

3,000 4,500 2,400 7,400 5,000 3,300

▽ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端
△ ＲＦＬ

▽ ４ＦＬ

▽ ３ＦＬ

▽ ２ＦＬ

▽ １ＦＬ

3,
60
0

14
,9

50

〃
〃

3,
6
00

5
50

▽ ＧＬ

30
0

4,500

立面図　縮尺：1/300

ー70ー



▽ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端
△ ＲＦＬ

▽ ４ＦＬ

▽ ３ＦＬ

▽ ２ＦＬ

▽ １ＦＬ

3,
60
0

14
,9

50

〃
〃

3
,6

00
5
50

4,4004,4004,4004,4004,4004,4004,400

▽ ＧＬ

3
00

74,800

ー71ー



4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

北

東

3,300 5,000 7,400 2,400 4,500 3,000

3
,
6
0
0

5
5
0

1
8
,
2
5
0

2
,
4
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

▽ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

▽ ４ＦＬ

▽ ３ＦＬ

▽ ２ＦＬ

▽ １ＦＬ

△ ＲＦＬ

3
,
3
0
0

▽ ＧＬ

4,500 3,000

立面図　縮尺：1/300(A4)

ー72ー



4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

3
,
6
0
0

5
5
0

1
8
,
2
5
0

2
,
4
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
3
0
0

▽ ＧＬ
▽ １ＦＬ

▽ ２ＦＬ

▽ ３ＦＬ

▽ ４ＦＬ

△ ＲＦＬ

▽ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

74,800

ー73ー



断面図　縮尺：1/80
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円 円 円

円 円 円

2

3

1

円 円 円大和建設㈱ 349,000,000 34,900,000 383,900,000

10

落　 札　 業　 者
落　　　　札　　　　金　　　　額

入 札 金 額 消費税等の額 合　　　　計

8

9

5 大和建設㈱ 349,000,000 落札

7

4 ㈱時田工務店 355,000,000

2 松坂屋建材㈱ 354,800,000

6 川上工業㈱ ― 辞退

3 ㈱ケージーエム ― 無効

1 田部井建設㈱
円

無効―

番
　
号

業　　　　　者　　　　　名
入　　札　　額 結

　
果金　　　額

順
位

うち消費税等の額 入 札 書 比 較 価 格 最低制限価格の100/110

36,920,000 369,200,000 339,664,000

入 札 年 月 日 令和７年３月２５日

入 札 対 象 額 予 定 価 格 最 低 制 限 価 格

406,120,000 406,120,000 373,630,400

議案第５５号の参考資料

業　者　名　及　び　入　札　結　果

工 事 名 熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事（１期）

工 事 場 所 熊谷市佐谷田１０３０番地
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１ 工 事 名  熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事（１期） 

 

２ 工事場所  熊谷市佐谷田１０３０番地 

 

３ 工事概要 

⑴ 内装改修工事 

⑵ 外壁改修工事 

⑶ 塗装改修工事 

⑷ その他 

 

４ 建物概要 

構 造  鉄筋コンクリート造 地上４階建て 

面 積  延べ面積 ３，６９６㎡ 
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国道125号

案　内　図

Ｎ

上越新幹線

熊谷市立佐谷田小学校

工事場所：熊谷市佐谷田１０３０番地
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Ｎ

配置図　縮尺：1/1400
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断面図　縮尺：1/80
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当 初 請 負 代 金 額 増 加 額 （ 第 １ 回 変 更 ） 請負代金額（第１回変更）

税込 税込 税込

4,031,819,000 910,239,715 4,942,058,715

請負代金額（第１回変更後） 増 加 額 （ 第 ２ 回 変 更 ） 請負代金額（第２回変更）

税込 税込 税込

4,942,058,715 59,268,000 5,001,326,715

969,507,715 円の増

59,268,000 円の増

議案第５６号の参考資料　工事請負契約の締結についての変更について（熊谷市子育て支援・保健拠点施設整備事業建設工事）

請負代金額（第１回変更）との差額

当初請負代金額との差額

変 更 請 負 代 金 額 算 出 表

＋ ＝

＋ ＝
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（出来高率） ―

＝

円の増

受 注 者 負 担 額

0
＋ －

変 更 工 事 金 額

税込

337,040,000

増 加 額

2,013,000

増 加 額

内

2,013,000

当 初 工 事 金 額

税込

335,027,000

変 更 請 負 代 金 額 算 出 表

議案第５７号の参考資料　工事請負契約の締結についての変更について（旧妻沼清掃センター解体工事）

当初請負代金額との差額

当 初 請 負 代 金 額

335,027,000

－
出 来 高 金 額変 動 前 工 事 金 額

＝× 15 / 1000
受 注 者 負 担 額

0

2,013,000

337,040,000変 更 請 負 代 金 額
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議案第５８号の参考資料　工事請負契約の締結についての変更について（熊谷市立勤労会館等解体工事）

変更設計工事価格 変 更 請 負 代 金 額 消費税等相当額 摘 要

税込 税込 税別 税込 内

235,600,000 242,880,000 22,080,000

当初請負代金額 239,800,000 ＝ 220,804,320

当初設計金額 255,860,000 変更請負工事価格（改め） 220,800,000

（請負率） 93.72%

変更請負工事価格 220,800,000 ×　0.10　＝ 22,080,000

242,880,000

当初請負代金額との差額 3,080,000 円の増

変 更 請 負 代 金 額 算 出 表

当 初 設 計 額 当 初 請 負 代 金 額

255,860,000 239,800,000

消費税等相当額

合計（変更請負代金額）＝

×
変更設計
工事価格

235,600,000
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円 円

円
4

3

2

1

5

円 円 円

9

10

7 長野ポンプ㈱東京営業所 22,400,000

8

㈱モリタ東京支店5 辞退

6 ㈱ベルリング千葉営業所 辞退

3 ㈱日産サティオ埼玉北 18,150,000

4 日産プリンス埼玉販売㈱法人営業部 18,050,000 落札

1 埼玉トヨタ自動車㈱熊谷店 19,290,000

2 埼玉日産自動車㈱熊谷店 18,400,000

番
　
号

業　　　　　　者　　　　　　名

入　　　札　　　額 結
　
果金　　　　額

順
位

入 札 年 月 日 令和７年５月１４日

入 札 対 象 額 予 定 価 格 －

23,000,000 23,000,000 －

議案第５９号の参考資料

業　　者　　名　　及　　び　　入　　札　　結　　果

物 件 名 災害対応特殊救急自動車

納 入 場 所 熊谷市消防本部

落　　札　　業　　者
落　　　　　　札　　　　　　金　　　　　　額

入　札　金　額 消費税等の額 合　　計

日産プリンス埼玉販売㈱
法人営業部

18,050,000 1,805,000 19,855,000
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円 円

円

1

2

円 円 円日本船舶薬品㈱関東営業所 18,800,000 1,880,000 20,680,000

落　　札　　業　　者
落 札 金 額

入　札　金　額 消費税等の額 合　　計

9

10

7 ㈱ベルリング千葉営業所 辞退

8

5 埼玉消防機械㈱ 辞退

6 エイバン商事㈱ 19,000,000

3 日本船舶薬品㈱関東営業所 18,800,000 落札

4 ㈱栗原医療器械店熊谷支店 辞退

1 ㈱高橋医科器械店 辞退

2 ㈱サイボウ 辞退

番

号
業 者 名

入 札 額 結

果金 額
順
位

入 札 年 月 日 令和７年５月１５日

入 札 対 象 額 予 定 価 格 －

22,000,000 22,000,000 －

議案第６０号の参考資料

業　　者　　名　　及　　び　　入　　札　　結　　果

物 件 名 高度救命処置用資機材等

納 入 場 所 熊谷市消防本部
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順
位

円 円

円 円

円 円

（ＮＥＣキャピタルソリュー
ショングループの構成企業が出
資して設立した特別目的会社）

議案第６１号の参考資料

業　者　名　及　び　審　査　結　果

事 業 名 （仮称）道の駅「くまがや」整備事業

事 業 場 所 熊谷市池上地内

審 査 年 月 日 令和５年１１月１５日

提案価格の上限額 4,661,000,000 円

番

号
業 者 名

審　査　内　容 結

果金額 総合審査　※

1
ＮＥＣキャピタルソリューショ
ングループ

円 点

最優秀
提案者4,660,786,231

技術審査点：55.41
価格審査点：20.00
総合審査点：75.41

1

398,652,059

契　約　総　額

2,683,099,126

設計、土木工事、土木工事の監理、開業準備、
維持管理、運営　(その１）

うち消費税等の額

契　約　金　額 うち消費税等の額

※ 技術審査点と価格審査点の和を総合審査点とし、一番高い得点を得た者を最優秀提案者とする。

内

訳

契　約　の　相　手　方

建築工事、建築工事の監理　（その２）

契　約　金　額 うち消費税等の額

4,665,411,731

1,982,312,605 165,785,469

232,866,590

熊谷ＲＳマネジメント株式会社
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１ 事 業 名  （仮称）道の駅「くまがや」整備事業（その２） 

２ 事業場所  熊谷市池上地内 

３ 事業概要 

⑴ 建築工事

⑵ 建築工事の監理

４ 契約の相手方の概要 

⑴ 熊谷ＲＳマネジメント株式会社は、ＮＥＣキャピタルソリューショング

ループの構成企業が出資して設立した特別目的会社である。

⑵ 契約の相手方への出資状況

出資者 出資比率 

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 ３８．０％ 

小川工業株式会社 ２６．６％ 

株式会社ワールドインテック １９．０％ 

大和建設株式会社 １１．４％ 

株式会社東海テック ５．０％ 

５ 施設概要 

⑴ 屋内施設

農水産物等直売所・加工品販売所、飲食施設、屋内遊び場等

⑵ 屋外施設

駐車場、緑地、調整池等
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案　内　図

国道１２５号

事業場所：熊谷市池上地内
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